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民 生 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和４年１０月２５日（火） 午前１０時    開会 

                午後 ５時１１分 散会 

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 香 川 良 平  副委員長 水 谷  毅   委  員 南 野 直 司  

  委  員 森 西  正 委  員 増 永 和 起   委  員 光 好 博 幸 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のために出席した者 

生活環境部長 吉 田 量 治 

保健福祉部長 松 方 和 彦  同部理事 荒 井 陽 子 

生活環境部次長兼自治振興課長 丹 羽 和 人 

保健福祉部参事兼生活支援課長 木 下 伸 記 

同部参事兼国保年金課長 谷内田 修 

産業振興課長 鈴 木  誠 

保健福祉課長 浅尾耕一郎  高齢介護課長 真 鍋 伸 也 

障害福祉課長 飯 野 祐 介  高齢介護課参事 細 井 隆 昭 

国保年金課長代理 畑 原 陽 介 

 

１．出席した議会事務局職員 

事務局次長 太 西 健 一  同局書記 速 水 知 沙 

 

１．審査案件（審査順） 

認定第１号 令和３年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

認定第６号 令和３年度摂津市後パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出決 

      算認定の件 

認定第４号 令和３年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件  
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（午前１０時 開会） 

○香川良平委員長 ただいまから、民生常

任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、南野委員

を指名します。 

 それでは、昨日に引き続き、認定第１号

所管分の審査を行います。 

 質疑ございますか。 

 森西委員。 

○森西正委員 それでは、数点の質問をさ

せていただきます。 

 歳出については、決算概要で進めさせて

もらいます。７４ページ、社会福祉関係団

体補助事業で、民生児童委員協議会補助金

があります。今、民生委員については、恐

らく欠員が何名か出ていると思いますが、

現状を教えてください。 

 同じページ、災害見舞金給付事業で、災

害見舞金です。中身、内訳を教えてくださ

い。 

 続いて、７６ページになります。 

 新型コロナウイルス感染症対策検体採

取補助事業です。この中身と検証です。担

当として、検証はどうなのか、お聞かせく

ださい。 

 あわせて、その他に関わるコロナウイル

ス感染症対策に関しても、様々な事業があ

ったと思います。その事業に関しても、検

証をお願いします。 

 続いて、生活支援課です。新型コロナウ

イルス感染症生活困窮者自立支援金支給

事業です。これも、どういった検証だった

のか、お願いします。 

 続いて、７８ページです。 

 老人クラブ活動事業です。老人クラブの

加入率の現状について、教えてください。 

 ８０ページ、老人医療費助成費事業です。

この中身について、教えてください。 

 ８２ページ、市立みきの路運営事業です。

令和３年度の待機数がどうなっているの

か、教えてください。 

 ８６ページ、非課税世帯等臨時特別給付

金事業です。 

 この点に関しての検証をお願します。 

 ９６ページ、生活保護事業です。コロナ

の影響が、生活保護においてあったのかど

うか、教えてください。 

 同じページ、健都イノベーションパーク

企業立地推進事業です。執行率がゼロにな

っております。昨日もありましたけれども、

事業者募集・選定等支援業務委託料、執行

額がゼロ円となっていることについて、教

えてください。 

 ９６ページ、救急医療体制整備事業です。

これは、三島圏域における救急医療体制の

整備だと思います。令和３年に、私も大阪

医科薬科大学へ見学に行かせてもらいま

した。令和３年度の流れを教えてください。 

 続いて、歳入にいきます。歳入は、決算

書でいきます。 

 決算書の３８ページ、生活困窮者自立支

援負担金があります。令和２年度と計算方

法が違っております。その説明をお願いし

ます。 

 ４０ページ、生活保護費等負担金です。

ここも令和２年度と計算方法が違ってい

ます。中身を教えてください。 

 ４７ページです。ここには載っていない

のですけれども、令和２年度では載ってい

た行旅死亡人等取扱手数料負担金がなく

なっていることについて、どういう内容か

教えてください。 

 以上です。 

○香川良平委員長 それでは、答弁を求め

ます。 

 浅尾課長。 
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○浅尾保健福祉課長 それでは、１点目か

ら３点目までのご質問に答弁をさせてい

ただきます。 

 まず１点目、民生委員の現状というお問

いでございます。 

 民生委員は、ご承知のとおり身近な相談

役、地域の見守り役として、厚生労働大臣

から委嘱された特別職の地方公務員で、無

報酬で活動を行っております。令和３年度

末の状況といたしましては、定員１４５名

に対して１２５名となっておりまして、２

０名の欠員が生じております。 

 次に、２番目のご質問でございます。災

害見舞金の中身のお問いでございました。 

 この内容につきましては、地震、風水害、

火災等の災害によりまして、傷害を受けた

方、災害により被害を受けた世帯の世帯主

に対して、市民の生活の安定、福祉の増進

に資することを目的に、見舞金を支給いた

しております。 

 亡くなられた方に対する遺族見舞金、傷

害を受けた方に対する傷害見舞金、居住す

る住宅に被害を受けた世帯への住宅被害

見舞金がございまして、それぞれ５万円か

ら３０万円の見舞金を支給しているもの

でございます。 

 昨年度につきましては、被害が生じた火

災が３件ほどございまして、決算の額とい

うことで、申請に対する支給をさせていた

だいたところでございます。 

 それから、３番目のご質問でございます。 

 コロナウイルス感染症対策の検体採取

の件でございます。 

 内容といたしましては、医療機関におけ

るＰＣＲ検査の実施の促進、それから、新

型コロナウイルス感染症の患者の早期発

見、早期治療を目的として、令和２年度に

設けまして、令和３年度は、抗原検査等の

検査も含め、補助金を継続的に行ったもの

でございます。 

 令和３年度の実績といたしましては、Ｐ

ＣＲ検査１万５，８６０件、抗原検査５，

７３８件となっておりまして、およそ１億

８，０００万円の補助額となったものでご

ざいます。 

 それから、全般の総括とのお問いでござ

いました。 

 令和２年度に、新型コロナウイルスワク

チン接種体制確保補助金、それから、緊急

事態宣言の期間に関する医療機関の応援

ということで、新型コロナウイルス感染症

対策従事者応援給付金も設けて、コロナ対

策に当たってきたわけでございます。この

間、医療機関は、非常に協力的に対応して

いただいていると思います。 

 その部分につきましても、こういった補

助金で、それぞれ医療機関を少しでも支援

する制度を設けたこと、また、ワクチン接

種に当たりましては、コールセンターと、

きめ細やかな対応を医療機関に対しても

行ってきたということも、一つ効果があっ

たのではないかと考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 木下部参事。 

○木下保健福祉部参事 それでは、新型コ

ロナウイルス感染症生活困窮者自立支援

金の効果、検証ということでお答えさせて

いただきます。 

 本事業につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響によって、生活に困窮す

る世帯に対する支援といたしまして、令和

３年７月から開始した制度でございます。 

 財源は、全額が国庫で賄われる仕組みと

なっております。 

 令和３年度につきましては、１６３件の



- 4 - 

 

受付を行って、合計２，８３２万円の支給

を行ってまいりました。したがいまして、

平均すると、１件当たり１７万円強の支援

をさせていただいたことになっておりま

す。 

 この制度につきましては、単に給付を行

うというだけではなくて、困窮状態から抜

け出すために求職活動を行ってもらうと

ともに、状況把握のために、担当の相談員

が定期的に面談をさせていただいており

ます。 

 その中で、把握しました課題などについ

ても、関係機関と連携を図って、解決を行

うなどしております。また、給付の支給期

間が終了してもなお、生活が立ち行かない

場合などにつきましては、生活保護の制度

をご説明するなどの対応を行ってきてお

ります。 

 このような観点から、対象者の方の支援

につながったものと考えております。 

 次に、質問番号８番の非課税世帯等臨時

特別給付金について、お答えさせていただ

きます。 

 この事業につきましては、住民税非課税

世帯等に対しまして、１世帯当たり１０万

円を支給するものとして、これもまた１０

分の１０の国庫財源で実施されたもので

ございます。 

 支給方法としましては、市町村で、住民

税非課税世帯等を把握しまして、対象世帯

に文書を送付する、いわゆるプッシュ型で、

実施するものとされておりました。 

 決算概要にありますように、令和３年度

における事務費と事業費を合わせた予算

執行率は７５.１％となっております。こ

のうち、文書を送付しました世帯数に対す

る支給決定の世帯数の割合につきまして

は、令和３年度の末時点で８９．１％とな

っておりました。 

 この事業につきましては、繰越明許とさ

せていただいておりまして、令和４年度も

引き続き、受付を行っております。 

 その結果、令和４年９月末時点の集計で

は、先ほど申しました支給決定世帯数の割

合については、９５．１％という状況でご

ざいます。 

 次に、質問番号９番、生活保護事業にお

けるコロナの影響についてのご質問にお

答えさせていただきます。 

 ここ数年の生活保護世帯数については、

令和元年度１，１７４世帯、令和２年度１，

１７３世帯、令和３年度は１，１７５世帯

で、ほぼ横ばいの状態が続いております。

こちらは、年間の平均保護世帯数で、月間

の合計を１２で割って出している数字で

ございます。 

 ただ、これにつきましては、先ほど申し

ました自立支援金等、ほかの施策が生活保

護の手前の制度として、一定機能している

と思います。今後、こういった制度が収束

していった後、どうなるかは予断を許さな

い状況かと思っておりますので、担当課と

しても注視してまいりたいと考えており

ます。 

 引き続きまして、質問番号１２番、それ

から１３番の歳入における計算方法の違

いにつきまして、ご説明をさせていただき

ます。 

 質問番号１２番の生活困窮者自立支援

負担金につきましては、生活困窮の事業に

おけます国庫負担金、それから生活保護に

関する一部の事業についても、こちらで頂

いているところでございます。 

 また、１３番につきましては、生活保護

に関する負担金ということで頂いている

ところでございます。いずれにしても、こ
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の中の細かいメニューを幾つか足したも

のをそれぞれの負担割合でいただいてお

ります。 

 令和２年度につきましては、そのメニュ

ーごとに計算方法を出しておりましたけ

れども、その中身が負担率も変わらないた

め、合計したものを、令和３年度は上げさ

せてもらっており、中身的には変わってい

るものではございません。 

 質問番号１４番の行旅死亡人の歳入に

ついて、なぜないのかというご質問でござ

います。 

 行旅死亡人につきましては、市で発見さ

れました引き取り手のない遺体などがご

ざいました場合に、葬祭費を支弁し、それ

に対して、国庫負担金を頂く内容となって

おります。 

 令和３年度につきましては、該当する者

がなかったため、歳入がないものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 浅尾課長。 

○浅尾保健福祉課長 それでは、１０番目

のご質問に答弁をさせていただきます。 

 健都イノベーションパーク企業立地推

進事業でございます。昨年度７月に、吹田

市、摂津市、両市による給食センターの共

同運用の検討を開始したと、そういった経

過がございまして、健都担当といたしまし

ては、両市の方針が固まるまでの間、企業

誘致に関する活動を一時的に行わなかっ

たことが、未執行だった要因でございます。 

 なお、今年度になりまして、ご承知のと

おり、７月に両市の方針として、共同運用

を断念することとなったため、現状といた

しましては、企業誘致に関する活動を再開

することといたしているものでございま

す。 

 それから、１１番目の救急医療体制整備

事業でございます。 

 高槻島本夜間休日応急診療所及び三島

救命救急センターの負担金でございます。

三島圏域の３市１町で均等割、人口割、患

者数割で、それぞれ算出した額を負担して

いるものでございます。 

 状況としましては、令和２年度が新型コ

ロナウイルス感染流行に伴う緊急事態宣

言等により、受診控えによる減収分の赤字

補てんを実施したことから、例年に比べま

すと、金額としては増額になりました。 

 昨年度につきましては、夜間休日応急診

療所の補てんは、引き続きございましたけ

れども、救命救急センターは、コロナ病床

確保による増収もあり、補てんが不要であ

ったことから、前年と比べますと、減額と

なっているものでございます。 

 昨年度の動きでございますけれども、今

年７月の救命救急センターの機能移転に

関する負担の協議を３市１町で行ってお

った状況でございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 細井参事。 

○細井高齢介護課参事 ５番目の質問で

ございます。 

 老人クラブの加入率に係る令和３年度

の実績は、５０クラブ、２，１３７名、加

入率８．１％と、令和２年度の５１クラブ、

２，２２５名、加入率８．４％に対し、１

クラブ、８８名、０．３ポイントの加入者

の減少となっております。 

 会員減少の主な理由としましては、定年

延長や、定年後も再雇用で就職される方な

どの増加や、趣味や地域活動、ボランティ

アなどの社会参加方法の多様化に加え、会

長職の担い手不足という状況から、単位ク

ラブの解散に至っている現状がございま
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す。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 飯野課長。 

○飯野障害福祉課長 それでは、６番目と

７番目のご質問にお答えいたします。 

 ６番目の老人医療費助成制度でござい

ます。老人医療費助成制度につきましては、

６５歳以上の高齢者に対しまして、１日５

００円を超える医療費を助成するもので

ございまして、大阪府の福祉医療制度の再

構築の中で、障害者医療制度と統合され、

平成３０年４月から重度障害者医療制度

が創設されました。 

 その結果、老人医療受給者のうち、重度

身体障害者等が重度障害者医療の受給者

に移行いたしましたが、移行の対象となら

なかった受給者には、令和３年３月３１日

までの３年間の経過措置が設けられてい

たものでございます。 

 続きまして、７番目のみきの路の入所を

希望されている人数でございます。現在、

男性７７人、女性４２人、合計１１９人、

そのうち摂津市民は、男性１３人、女性３

人の計１６人で、若干増加している状況で

ございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 答弁が終わりました。 

 森西委員。 

○森西正委員 まず、民生委員の件です。

私も民生委員推薦会委員をさせてもらっ

ています。よく民生委員の欠員により、他

の地区の方が別の区域を見られてという

ことで、本当に苦慮されていると思います。 

 担当としても、大変苦労はされていると

思います。今、民生委員に何かと行政の補

完をしていただいている部分が多々あり

ます。そこのところがうまく機能してない

というか、うまく動いていないところを見

かけます。例えば、福祉関係の制度の対象

者が多い地域に民生委員のなり手がない

など、私が知る限りは、そのような地域が

多いと思います。 

 恐らく、そこの欠員を補充と言っても、

努力しますしか言いようがないと思いま

す。民生委員がほかの地域、区域を見るこ

とで、業務内容自身も多くなったりしてい

ます。市民の方は、民生委員の仕事が忙し

くなると、重荷になると思います。なかな

かこれは難しいと思います。業務が過剰に

ならないよう、行政側も、民生委員の組織

にお願いをする。組織としてしっかりして

いるから、ついつい民生委員にいろいろと

お願いすることがあるかと思います。それ

によって、今まで民生委員としてされてこ

なかった業務が新たに発生するというこ

とが起こっていると私は見ています。組織

がしっかりしていて、民生委員にお願いし

がちになるところを、担当として、どう思

われているのか、お聞かせください。 

 続いて、見舞金の給付事業です。今年も

別府地域で大きな火災が発生をしました。

見舞金の給付があったと思います。増永議

員も本会議で質問をされていましたけど

も、やはり、火災であったり、災害が起こ

ったときに、当面の生活費用が必要になっ

てくるわけです。例えば、火災で、特に全

焼になったときには、全てを失ってしまっ

て、まず生活するのに最低限必要な部分が、

やっぱり生じてくると思います。そこのと

ころを見舞金でもって、いち早く、対応で

きる形を取ってあげるべきだと思います。 

 罹災証明などの証明が必要ですけれど

も、災害によって、被害に遭われたことが

明らかに分かる場合には、その点をなくし

て、見舞金などを早急に支給できないのか

どうなのか、お聞かせください。 
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 続いて、新型コロナウイルス感染症の対

策の検体採取です。答弁を聞いて、分かり

ました。この間、特に医療機関の皆さんに

は、約３年近く、本当に頭の下がる思いで

す。通常の医療行為、診察時間を別として、

コロナの様々な検体採取も含め、ご尽力い

ただいていることは、本当に感謝をしてい

ます。例えば、午前の診察があって、今ま

でであれば、夜診があって、その間のお昼

に皆さん休憩があって、そのときに買い物

に行かれたり、自分の用事をする。コロナ

の問題が生じてからは、その時間に、ワク

チンの接種、検体の採取とか、様々な部分

をその時間に費やしていただいた。この２

年から３年の間、ずっと対応いただいてい

るので、本当に感謝をしたいと思っていま

す。検体採取の補助は、他市ではなく摂津

市だけの補助と聞いております。そこは、

医師会からも、摂津市だけということで、

感謝をしていただいています。今後も、コ

ロナが早く収束することを願いますが、長

期的になったときに、検体採取の摂津市独

自の補助などを今後も行っていく予定で

あるのか、お聞かせください。 

 次に、生活困窮者自立支援金支給事業で

す。これは、全額国庫とのことで、よく分

かりました。これも含めてコロナの件です。

国で決まった部分に関しては、市町村がそ

れを進めていくでしょうけども、摂津市独

自で、何らかの対応をということが生じて、

困っている人がいれば、そこは市独自でも、

考えていかなければならないと思います。

この点は、中身が分かりましたので、結構

です。よろしくお願いします。 

 老人クラブです。年々加入率が減少して

います。つながりのあるまち摂津には老人

クラブも入っていて、摂津市をよくしてい

きましょうということをしています。だん

だん減少しているので、以前から加入率を

上げる質問等は多くの議員からもあった

と思います。それでも、減少していくとこ

ろを、担当として、努力はされていると思

います。世の中の流れの部分はあろうかと

思いますが、加入率をふやすには、その世

の中の流れや市民の考えとは反対の立場

を取っていかないといけません。担当とし

て、加入率を上げるため、何らかの対応な

り、各老人クラブの単一のところで、特別

に何か取り組みされることがあるのか、お

聞かせをください。 

 老人医療費助成事業については、中身は

分かりました。３年間の経過措置で、老人

医療費助成事業が項目から消えるという

ことで理解しました。 

 続いて、みきの路の待機数です。摂津市

の方の待機が１６名です。摂津市以外の方

も含めると、１００名を超える待機です。

恐らく障害の方の入所施設が、なかなか足

らないから待機が発生していると思いま

す。近隣の市町村には、みきの路のような

入所施設がどの程度あるのか、教えてくだ

さい。 

 また、近隣の入所施設の待機状況が分か

れば、教えてください。 

 続いて、非課税世帯等臨時特別給付金で

す。ご説明いただいて分かりました。 

 恐らく一つ一つ進めていった中で、多少

は、こうしたほうがよかったとか、ああし

たほうがよかったということがあったと

思います。その点は一つずつ改善をされ、

進んでいただきたいので、よろしくお願い

します。 

 生活保護事業についてです。コロナの影

響は、生活保護の部分に関しては、ないと

いうご答弁だと思います。私が知る限り、

当初議員になったときには、保護世帯を聞
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くと６００世帯いう世帯数だったので、倍

ぐらいになっています。今後、生活保護の

推移は、どういう推移になっていくと予測

をされるのか、教えてください。 

 健都イノベーションパークの件です。給

食センターの件、本会議でもありまして、

中身は分かっております。何度も言います

けども、健都イノベーションパークにどの

ような企業が入っていただくかによって、

摂津市の財政が大きく変わってきます。大

きな事業、プロジェクトであります。ニプ

ロが本社移転をして、摂津市に入ってきて

いただいた。これは、摂津市にとっては大

きな歳入確保になると思います。このニプ

ロと同規模、それに近いような企業が何社

か入ってきていただいたら、摂津市として

は、かなり大きな歳入確保になります。そ

の点の担当の考えは、どういう考えになる

のか、改めてお聞かせください。 

 救急医療体制整備事業です。令和３年度

に関しては、お聞かせをいただきました。

これから、救急体制、休日応急診療所、三

島圏域もですけれども、体制が出来上がっ

たらどうなるのか。それと、最終的な完成、

体制移行がいつになっていくのか、教えて

ください。その場合の負担金等は、今後ど

う推移をしていくのか。それと、現在ある

場所が、今後、どうなっていくのか、例え

ば、解体に関しての負担などが、生じてく

るのか、その点を教えてください。 

 歳入に関しては、全て説明で分かりまし

た。決算方法が違うだけで、総額は一緒と

いうことです。 

 行旅死亡人等の取扱手数料もなかった

ということで、分かりました。 

 以上です。 

○香川良平委員長 それでは答弁を求め

ます。 

 浅尾課長。 

○浅尾保健福祉課長 それでは、民生委員

の問いから、２回目のご質問に答弁をさせ

ていただきます。 

 ご質問の中にもございましたとおり、欠

員の地区を見ていただいている、そういっ

た民生委員の方がおられますし、それぞれ

地区の役割の中で、負担が生じていること

は、認識をいたしております。 

 昨年度、民生委員の協議会の役員の方と

も、負担軽減に向けて協議を行いまして、

一部イベントの動員など、見直しを行って

いるところでございます。今後も民生委員

の方の負担軽減、それから、何よりも欠員

地区が生じないように、民生委員の方を確

保していく手段を今でも取り組みは行っ

ているところではございます。今後、府や

市の社会福祉協議会などと連携をしなが

ら、通年で担い手の確保に取り組んでいき

たいと考えているところでございます。 

 それから、２点目のご質問でございます。

災害見舞金の支給、罹災証明の件でお問い

がございました。 

 この制度につきましては、条例に基づく

もので、申請に必要な書類として罹災証明

を頂いているところでございます。罹災証

明発行までの一定の時間とか、その手続上

の時間は、やむを得ず必要になってくるも

のと認識をいたしております。 

 しかしながら、ご質問にもございました

とおり、生活に直結する、そういったよう

な問題も生じますことから、できるだけ速

やかに、関係課、関係機関とも連携をしな

がら、罹災された方に対応していきたいと

いう考えは持ってございます。速やかな連

携に資する、そういった改善ができないか、

現在、検討を行っているところでございま

す。 
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 それから、３点目でございます。 

 補助金のお問いでございまして、長期的

に行う、そういった方向性があるかという

お問いでございましたが、現在のところは

未定となってございます。 

 しかしながら、この新型コロナの感染対

策につきましては、各医療機関の協力体制

があって、今は円滑な対応が出来ていると

認識をいたしておりまして、今後もこの協

力体制は、必要になってまいります。 

 その時々の感染状況、それから、医療提

供の状況、これらも踏まえながら、今後、

その必要性が生じたときに、しっかりと検

討を行っていきたいと考えているところ

でございます。 

 それから、１０番目のご質問でございま

す。 

 イノベーションパークの誘致の考え方

でございます。ご承知のとおり、この地区

は、ライフサイエンス分野におけるイノベ

ーションを起こすといった地域のコンセ

プトがございます。このコンセプトに合致

する企業ということで、誘致を進めていき

たいと考えているところでございます。 

 企業等のアプローチにつきましては、こ

ういったコンセプトをしっかりと踏まえ

て、健都の関係機関からも情報収集をしっ

かりと行いまして、企業、研究機関の調査

を進めてまいりたいと考えているところ

でございます。 

それから、１１番目のご質問で、救急医

療体制の移行のお問いでございました。 

 今年の７月に救急救命の機能移転がご

ざいました。大阪医科薬科大学に、機能移

転をいたしたわけでございますけれども、

現在は、高槻島本夜間休日応急診療所のみ

が、診療を継続している状況にございます。 

 今後につきましては、この診療所につき

ましても、施設の耐震性、それから待ち合

いとか、駐車場のスペース的な課題等の要

因から、令和５年４月に高槻市八丁西町の

弁天駐車場跡地へ施設を整備して移転す

る予定になってございます。 

 この各移転に伴いまして、元あった場所

の解体等が生じるわけでございます。ある

程度の精算の中で、その費用を捻出できる

ような見込みと現在はなっております。今

後、どのような負担が生じるかの細かなと

ころにつきましては、３市１町で協議をし

てまいりますけれども、大きな新たな負担

は生じないのではないかと見ているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 細井参事。 

○細井高齢介護課参事 ５番目の質問で

ございます。 

 老人クラブの加入促進につきましては、

委員からもございました、つながりのまち

摂津ということで、市役所１階ロビーに啓

発コーナーを設置し、チラシとマスクをセ

ットで配布するほか、老人クラブの活動に

ついてまとめました高齢者のための地域

活動マップ老人クラブ編を配架しており

ます。 

 また、市老連の老人クラブの会員増強プ

ロジェクトチームに高齢介護課も参加し

ながら、加入促進について検討を行ってお

り、令和元年度より新規加入者一人につき、

５００円を単位クラブに還元するワンコ

インキャンペーンなどを実施していると

ころでございます。 

 令和４年度以降でありますが、これら取

り組みに加えまして、年１回広報せっつで

の活動紹介のほか、老人クラブ会長などを

対象に、スマホのＬＩＮＥやＺＯＯＭの活

用についての講座開催を予定しており、今
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後も工夫を凝らしながら、老人クラブの事

務局として、時代の変化に対応した柔軟な

対応を行えるよう支援をしてまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

○香川良平委員長 飯野課長。 

○飯野障害福祉課長 ７番目のご質問に

お答えいたします。 

 障害者に施設入所支援サービスを提供

している、いわゆる入所施設でございます

が、北摂で申し上げますと、高槻市で３施

設、茨木市で４施設、吹田市で２施設、豊

中市、池田市が１施設ずつ、能勢町に３施

設、豊能町に１施設、みきの路を含めて、

合計で１６施設ございます。 

 みきの路以外は、全て民間の施設になっ

ております。 

 なお、それぞれの待機者については、把

握はしておりません。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 木下部参事。 

○木下保健福祉部参事 生活保護におけ

ます今後の推移についてのご質問にお答

えさせていただきます。 

 先ほど委員からもありましたように、高

齢者の増加が、生活保護の中でも、非常に

目立ってきております。 

 １０年前、平成２４年度では、全体に占

めます高齢世帯の割合につきましては、４

５．３％でございましたけれども、令和３

年度では、６１．１％と大幅に増加してき

ております。 

 近年は、この増加率自体は大分鈍っては

きておりまして、毎年１ポイント程度の上

昇となってきております。 

 ただ、６割ほどを占めている状況につい

ては、今後もしばらく継続されると思って

おります。 

 高齢者の世帯のうち、９割以上が単身の

方であるという状態でございますので、日

頃の見守り体制の構築が、大きな課題とな

っております。 

 担当のケースワーカーだけで支援でき

るものではございませんので、介護保険の

事業者や高齢介護の見守り事業など、様々

なものを活用しながら、連携を密にして、

支援に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 それでは、森西委員。 

○森西正委員 民生委員に関しては、難し

い問題で、社会全体とか、市民一人一人の

お考えは、自治会、老人クラブも、考えが

変わってこられているところもあろうか

と思います。私も、自治会長をしています

し、その部門はよく分かっています。そこ

は、欠員のないように何とか努力をしてい

ただいて、業務内容の負担軽減とか、あま

りにも業務内容が多いことが皆さんに知

れ渡っています。そうしたら、もうそれだ

けのことはできないという思いが出てき

ます。昔は、名誉職などと言われたことも

ありました。今は、すごく大変やと思いま

すので、負担軽減をする努力をしていただ

きたい。皆さんの意識の中で、しんどいと

か、大変だという意識をなくしていただく。

その辺は大変やと思いますけれども、考え

ていただいて、大変と思う部分が少しでも

なくなるように、努力してほしいです。 

 見舞金の件も分かりました。市独自で、

検体採取等の補助については、もし必要で

あれば、引き続いて、補助してあげるべき

だと私は思います。必要なときには、必要

な判断をしていただきますように、よろし

くお願いします。 

 老人クラブです。民生委員の件でも話を
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させてもらいましたけども、どうやって加

入率を上げるのかと言っても、努力されて

もなかなかふえないところであります。そ

こを市全体でふやそうと思いながらやっ

ているんですけれども、なかなか加入率が

上がりません。 

 でも、まちづくりにおいて大事な組織で、

民生委員と一緒ですけれども、今までと同

じことをしているようでは、恐らく加入率

が上がることはないと思います。抜本的に

考え方を変えていかない限り、加入率は上

がらないと思います。その点、いろいろと

考えていただきたいと思います。 

 私も、こうしたらいいというようなもの

を持ち合わせていないので、みんなで創意

工夫しながら、知恵を出し合い、こうした

らいいのではないかとみんなで考えてい

く必要があると思いますので、よろしくお

願いします。 

 みきの路の件です。今、近隣施設の状況

をお聞かせいただきました。 

 吹田市や豊中市は、人口が多いですから、

この施設が、一つか二つとなれば、自分の

住んでいる市の施設に入所したいと言っ

ても、恐らく入所できないと思います。だ

から、みきの路に申し込みをされることに

なっているのが現状だと思います。ほかの

市の施設は民間です。今、社会も障害者自

立ということで進んでいます。でも、自立

はしていかなければならないですけれど

も、重度障害の方とか、なかなか自分のこ

とが分からなかったり、体が思うように動

かなかったり、自立をしようと思っても、

なかなか自立ができない。やはりそこは、

そういった施設入所を考えていかなけれ

ばならないと思います。例えば、三島全体

で考えていくとか、やっぱりそこは、公の

ところが考えていく必要があります。現状

としては、摂津市以外は民間ばかりです。

民間がやりますと手を挙げない限りは、そ

れはできないわけです。やっぱり１００名

以上の方、摂津市の方は１６名で、待機状

態になっているわけです。そこは公のとこ

ろが、主導で考えていかなければならない

と思います。国に対して、市から声を上げ

ていくべきと思いますので、その点よろし

くお願いします。今、重度障害の方が、施

設に入れないから、グループホームに流れ

ていっています。グループホームは、ほと

んどが民間の施設ですから、重度障害の方

に対応するためにつくった建物ではない

わけです。だからそこで生活することにな

ると、これは大変です。その点は本市から

声を上げていくよう、ぜひともお願いした

いと思いますので、要望とします。 

 生活保護の件です。生活保護の９割の方

が単身で、私の住んでいる周りの人を見て

いると、なかなか生活が苦しい方もたくさ

んおられます。高齢になられ少ない年金の

方もおられます。歳がいかれて体も段々と

動かなくなって、当然就労もなかなか厳し

い方が、たくさんおられます。その方に頑

張って就労しなさいと言っても、なかなか

体が思うようにいかない方には、難しいで

す。社会全体としてそういう社会になって

いると思うのです。高齢の方やったら、生

活が苦しくても保護を受けたくない方も

たくさんおられます。生活が本当に大変で

も受けなくて、本当に苦しくされている方

もたくさんおられます。行政側から見ると

なかなか難しいと思います。その点は他課

との連携を取りながら、本当に苦しい方が

漏れないように、その点は注意をしていた

だきたいので、よろしくお願いします。 

 続いて、イノベーションパークです。私

は給食センターの件に関してはコンセプ



- 12 - 

 

トに合わないと思います。次からそういう

話があったとしても、本市としてはコンセ

プトを曲げないように、ぜひともよろしく

お願いします。本当にすばらしい優良な企

業がイノベーションパークに参入してい

ただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

 救急医療体制の件も分かりました。 

 新たな負担は生じないだろうというこ

とです。その辺はなかなか摂津市の方で三

島圏域に搬送されたり、利用する部分が少

なく、豊能圏域のほうが多かったりする部

分があります。摂津市からすると、あまり

利用しておらず、豊能圏域は利用している

けれど、そこの負担金は生じていないわけ

です。感謝をしないといけないのかも分か

りません。救急医療体制に関してはよく分

かりました。 

 また、これから変化とか動きがあるでし

ょうから、その点はその都度ご説明をいた

だきたいと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○香川良平委員長 森西委員の質問が終

わりました。 

 ほかにございますか。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは、できるだけ精

査をして、質問させていただきますので、

よろしくお願いします。 

 まず１番目、社会福祉協議会補助事業に

ついてです。決算概要７４ページになりま

す。四つの観点から質問をします。 

 一つは、地域福祉団体等への支援という

立場です。社会福祉協議会が行う小地域ネ

ットワーク活動推進事業があります。ボラ

ンティア活動推進事業と合わせて補助金

の交付をしています。地区福祉委員会が行

う、サロン活動や見守り活動、ボランティ

アに関心のある方に向けたボランティア

講座の開催などに活用されていますが、令

和３年度での実績をまとめてお願いしま

す。 

 それから１の２になります。 

 地域共生社会の実現に向けた、包括的支

援体制の構築部分です。 

 これは、相談業務に関わる関係機関のネ

ットワーク強化や、相談支援機能の充実等

を目的として、重層的支援体制の整備に向

けて、保健福祉課、高齢介護課、社会福祉

協議会で意見交換を行ったとのことでご

ざいます。令和３年度での到達点について

教えてください。 

 ３番目、社会的孤立や貧困をつくらない

まちづくりの取り組みです。昨日も質問が

ありました。コミュニティソーシャルワー

カーについては、補助金を交付して、地域

福祉の増進を図られ、相談件数３，７０１

件でございます。人員配置体制についても、

昨日質問がありました。３人体制です。 

今後の課題としては、特にひとり暮らしの

高齢者から相談が増加傾向にある。また８

０５０問題のひきこもり等、対応に時間が

かかり解決が困難なケースも多く、相談内

容も複雑化しているということです。コミ

ュニティソーシャルワーカー事業の拡充

を考えていかなければいけない必要があ

るとなっていますが、具体的に来年度から

拡充される考えがあるのかどうか。 

 １の４です。四つ目の観点では、災害ボ

ランティアのことです。これも昨日質問が

ありました。いざというときに機能をさせ

るためには、まだまだ多くの課題がありま

す。どんな課題が考えられるか。 

 また、大阪府の社会福祉協議会も災害ボ

ランティアを置いています。これは、今年

度から常設化が始まりました。各市も連携
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をするという意味では、常設まではいかな

くても、常設に近い形の対応が必要であり、

災害ボランティアの育成も必要だと思い

ます。最終到達点はどのように本市として

考えているか教えてください。 

 それから２番目です。 

 地域福祉計画推進事業についてです。 

決算概要では７４ページです。 

 地域福祉計画推進事業は、進行管理のた

めの推進協議会委員の報酬が主なものと

なっています。進捗については、行政経営

戦略で書いてありますので確認済みです。

執行率４１．１％、予定の半分以下となっ

ている理由をお答えください。 

 次、３番目です。 

 社会福祉法人指導監査事業です。決算概

要７４ページです。 

これは以前にある社会福祉法人の理事

長が使い込みをしたという事件があって、

強化をされてはじめられている大事な事

業だと思うのです。様々な摂津市の社会福

祉法人が、保育所、老人ホームなどを経営

していただいております。我々が実際に行

うことは無理ですけれども、この監査事業

でしっかり監査してもらうという期待が

あるわけです。しかし、執行率が２３％と

非常に低いです。令和３年度の実績と執行

率が低かった理由についてお答えくださ

い。 

 次、４番目です。 

 民生委員の件です。さっきも質問が出ま

したので、私は意見だけ言っておきます。

大変難しいとは思いますけれど、やっぱり

地域福祉の要であります。これから重層的

支援体制を考えていく中では、欠員があっ

ては非常に厳しい状況になります。欠員が

あればあるほど、しわ寄せによって悪循環

にもなります。今後、さらに欠員を生む理

由にもなります。担当課としては何として

も欠員をなくすという覚悟と決意を持っ

て臨んでいただきたい。私も１件、関わり

ましたけれども、なかなか一人で背負い込

むことになると難しいです。誰かが支援す

るとか、誰かが協力する体制がないと受け

ていただけないことを実感しました。先ほ

ど工夫を凝らすということもありました

けれど、一人でやるのではなく、地域でこ

ういう人たちが応援してくれますとか、協

力しますという人もあわせてしっかり育

成していくことが大事だと思います。ボラ

ンティア精神を持っている方はいっぱい

いらっしゃいます。そういう方と一緒にな

って欠員を埋めていくという思いで、これ

は担当課だけではなくて、やっぱり関係す

る私たちも地域の代表として、しっかり携

わっていくことが重要だと思います。課題

を共有していくことは大事だと思います

ので、要望とします。 

 ６番目、新型コロナウイルス感染症対策

検体採取補助事業です。これも先ほどあり

ましたので、意見だけ述べさせていただき

ます。医師会の協力によって、発熱外来の

取り組みもスムーズにできたと大変高く

評価しているところです。そういう意味で

は、本当に医師会の皆さん大変な中でやっ

ていただいて、感謝したいと思います。大

変ありがたいと言っておきます。 

 ７番目、高齢者日常生活支援事業につい

てです。 

 決算概要７８ページです。この中に高齢

者民間賃貸住宅家賃助成費があります。令

和３年度では２６２件です。広報せっつ５

月号で当該家賃助成について周知をした

ことよって５月では１０件の新規申請が

あったと報告で上がっています。相談の問

い合わせで、利用できない理由もあると思
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います。利用できない理由で多かったのは

何だったのか。 

 家賃の上限額について現在どのように

なっているのか。また、所得を判断する判

定時期について、所得の本算定の時期、実

施を待って決定されていたと思います。こ

の時期についてもご答弁ください。 

 ８番目、ひとり暮らし高齢者等安全対策

事業、決算概要７８ページです。 

 ライフサポーターによる委託業務で、こ

れも昨日質問がありました。７５歳になら

れた方に全戸訪問をされています。ひとり

暮らしの高齢者の訪問と合わせていただ

いていると思います。数は事務報告書に載

っていますので分かりますので、何人体制

で、どのように訪問されているのか。 

 また、支援課題が発見された場合にどの

ようにされているのか。これを令和３年度

でまたどれぐらい支援につなげたかもあ

わせて教えてください。 

 ９番目です。 

 新型コロナ感染対策のことを質問しよ

うと思いましたが、これはもう割愛します。 

 １０番目も割愛します。 

 １１番目、健都イノベーションパーク企

業立地推進事業です。これも先ほど質問が

ありましたので、一言だけ言わせていただ

きます。 

 いよいよ明年に国立健康・栄養研究所が

やってきます。実際に来ると、誘致の機運

が高まってくると思いますので、しっかり

と勝負をかけて来年は誘致を頑張ってく

ださい。よろしくお願いします。 

 １２番目、循環器疾患対策の推進につい

てです。 

 ここから、まちごと元気！健康せっつ２

１の話になります。特定健診の健診結果を

受診勧奨の方５８人に対して、結果送付後、

架電や文書送付による早期受診勧奨を行

ったということです。 

１１月には、健康づくり推進月間に合わ

せて、循環器疾病のリスク要因であるＬＤ

Ｌコレステロールについての啓発動画を

配信して、視聴回数２，０７２回であった

ことが報告されています。循環器疾患対策

の推進について、ＳＴＯＰ ＭＩキャンペ

ーンを数年前からやられています。令和３

年度の取り組みを総括して教えてくださ

い。 

 １３番目、栄養食生活についてです。 

 これも、まちごと元気！健康せっつ２１

の話になります。栄養食生活について令和

３年度の総括を教えてください。あわせて、

減塩かるしおプロジェクトの取り組みに

ついてもお答えください。 

 １４番目です。 

 健康づくりに取り組む自主組織につい

てです。 

 これも、まちごと元気！健康せっつ２１

の話になります。健康づくりグループと、

摂津みんなで体操四部作などの普及啓発

として、地域の高齢者が集うリハサロンで

実演を行った。ホームページに対象の動画

を公開するとともに、ＤＶＤ、ＣＤを保健

福祉課窓口で８５枚無料配布したと報告

が上がっています。この健康づくりグルー

プについて、令和３年度の活動を総括して

教えてください。 

 １４番目、健幸マイレージ事業です。 

 これも昨日ありましたので、一言だけ言

わせていただきます。 

 決算概要９８ページになります。平成２

４年の１２月議会と平成２５年１２月議

会で、私は一般質問をさせていただいて、

大変思い入れ深い事業でございます。今後

の展開に当たっては、しっかり内容も工夫
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をしていただきたい。多くの若い人に参画

をしていただき、末永く取り組んでいただ

いて、そして市民の健康寿命を延ばせるよ

うに、お願いしておきます。これは要望で

す。 

 １６番目、まちごとフィットネスヘルシ

ータウン事業のウオーキングコースの取

り組みについてです。 

 決算概要９８ページになります。健幸マ

イレージの中で、緊急事態宣言が発出され

ていない時期に、うきうきせっつウオーキ

ングを３回、１０月、１１月、１２月に開

催しました。１６６人が参加したと報告が

上がっています。令和３年度総括的にこの

事業についてお答えをお願いします。 

 １７番目、受動喫煙防止の取り組みです。 

 これも、まちごと元気！健康せっつ２１

の話になります。受動喫煙防止の令和３年

度での取り組みについてお答えください。 

 １８番目、新型コロナウイルスワクチン

接種事業、９８ページです。 

 新型コロナウイルスワクチン接種事業

について、令和３年度の取り組みはどうで

あったのか、総括してお答えください。 

 １９番目、成人病のハイリスクアプロー

チについてです。ここからは、データヘル

ス計画になります。 

 成人病ハイリスクアプローチの事業内

容と、令和３年度での取り組みについて教

えてください。 

 ２０番目、糖尿病予防教室についてです。

同じくデータヘルス計画です。 

 糖尿病予防教室の事業内容と、令和３年

度での取り組みについて教えてください。 

 ２１番目、ＣＫＤ慢性腎臓病のアプロー

チについてです。同じくデータヘルス計画

です。 

血糖高値の対象者に対し、電話による受

診勧奨を行ったと。これにより未治療者２

６名のうち、医療受診につながった者が４

名という報告上がっています。それも踏ま

えて、令和３年度の取り組みについて教え

てください。 

 ２２番目、脳卒中予防とチェックファス

トについてです。 

 本市では脳卒中になる方が意外に多い。

心筋梗塞も多いですけれども、脳卒中も多

いと思っています。その中で、摂津市はチ

ェックファストの取り組みを推奨されて

います。このファストの意味の説明と、あ

わせてこれによって早期発見につながっ

たケースがあると思います。周知方法など

令和３年度での取り組み、実績効果につい

て、ご説明ください。 

 ２３番目、最後です。 

 職員の健康づくりについてです。 

 毎日午後３時になると職場体操の放送

が流れます。令和３年度での職場体操の取

り組み状況について、ご答弁をお願いしま

す。 

 以上です。 

○香川良平委員長 それでは答弁を求め

ます。 

 浅尾課長。 

○浅尾保健福祉課長 それでは、ご質問に

答弁をさせていただきます。 

 まず１番目の、社会福祉協議会のお問い

でございました。 

 一つ目が、小地域ネットワークボランテ

ィアの令和３年度の取り組みでございま

す。令和３年度といたしましては、サロン

活動については新型コロナウイルスの感

染状況を勘案しながら各校区合わせてサ

ロンを２２回、リハサロンを３２回、子育

てサロンを２回実施いたしております。 

 また、サロン休止期間中は見守り活動を
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兼ねて、物品やチラシを配付する訪問活動

も実施をいたしております。 

 それからボランティアセンターの取り

組みといたしましては、感染対策を行いな

がらニーズへの対応を行うほか、潜在的な

担い手を確保するためのボランティア活

動のＰＲをする動画を新たに作成し、周知

活動を実施したところでございます。 

 １番の２、重層的支援体制のお問いでご

ざいます。 

 令和３年度の取り組みといたしまして

は、体制整備に向けた準備段階として、大

阪府が実施いたします説明会に参加する

など、情報収集に努め、得た情報について

社会福祉協議会をはじめとした関係者と

共有し、本市における取り組みの方向性に

ついて議論を進めたところでございます。 

 それから、１番の３、ＣＳＷのお問いで

ございました。 

 ＣＳＷの取り組みに関しましては、重層

的支援体制の整備などを通じた関係機関

とのネットワーク強化、あるいは支援の質

のさらなる向上に努めていく必要がある

ものと考えております。 

 令和３年度につきましては、ご紹介もご

ざいましたが相談件数３，７０１件でござ

いました。地域を取り巻く課題は高齢化、

それから複雑多様化、そういったことが課

題となってございます。これらを認識して

今後の取り組みを進めたいと考えている

ところでございます。 

 お問いの中で、拡充のことがございまし

た。現段階において令和５年度の拡充の考

えはございませんけれども、社会福祉協議

会との相談対応の状況、それから重層的支

援体制の整備について、これらをしっかり

と議論をし、令和６年度に向けて増員につ

いても検討してまいりたいと考えている

ところでございます。 

 それから１番の４、令和３年度の災害ボ

ランティアネットワークの体制整備の状

況でございます。 

 令和３年度につきましては、社会福祉協

議会が中心となりまして、災害ボランティ

アネットワーク会議を開催し、大阪北部地

震の際の災害ボランティアセンターの活

動内容の報告、各構成団体の災害支援活動

について情報共有を行ったところでござ

います。ご紹介のとおり令和４年４月１日

に、大阪府において先行されて常設化をさ

れたのは認識しておりますが、本市での実

施については人材の育成等、まだまだ課題

が多い状況であると認識をいたしており

ます。今後、本市の規模、他市事例も含め

て、ボランティア活動全体の在り方の議論

をしっかりと行い、災害時のボランティア

センターについても、社会福祉協議会と検

討を進めてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

 それから、２番目のご質問でございます。 

 地域福祉計画推進事業でございます。 

 当該事業では、地域福祉計画推進協議会

の開催に係る経費を計上いたしておりま

す。 

 予算といたしましては、協議会２回分を

計上させていただいております。昨年度は

新型コロナウイルス感染症の状況、議論す

べき課題の状況などを踏まえて書面開催

１回のみとさせていただいたものでござ

います。このほか、学識経験者等を招いて

の講習会等も予算計上時には想定をして

おりましたけれども、こちらも同様に対面

で実施がかなわなかったため、執行できな

かったという状況にございます。 

 それから、３番目の社会福祉法人監査の

関係のお問いでございました。 
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 社会福祉法人監査業務につきましては、

法改正に伴いまして平成２５年度に府か

ら市へ移管をされました。平成２８年、平

成２９年と段階的に社会福祉法等が改正

され、社会福祉法人制度について経営組織

のガバナンス強化、事業運営の透明性の向

上等が図られているところでございます。 

 予算執行につきましては、新型コロナウ

イルス感染状況を踏まえて、通常の監査回

数を縮小したことや、新規設立申請のため

の予算、それから不祥事等が生じたときの

特別監査実施のための予算、これらが該当

する案件がなかったことが主な要因とな

っております。 

 それから、１２番目のご質問で、ＳＴＯ

Ｐ ＭＩキャンペーンのお問いがござい

ました。 

 循環器疾患対策の大きな取り組みの一

つである、ＳＴＯＰ ＭＩキャンペーンに

つきましては、国立循環器病研究センター

との連携のもと、平成２９年４月から本格

的に取り組みを進めてまいりました。この

キャンペーンを通じて、心筋梗塞には前兆

があるということを市民の方に知っても

らい、前兆があれば循環器専門医への受診

を勧奨するものでございます。 

 昨年度の取り組みといたしましては、新

型コロナウイルス感染症の影響で対面式

の啓発ができなかったため、令和２年度に

作成をいたしました動画、ＳＴＯＰ ＭＩ

～心筋梗塞には前兆があります～の動画

を新型コロナワクチン集団接種会場で放

映し、待機時間等を有効に活用することで

周知啓発に努めたところでございます。 

 また、心筋梗塞のリスクの一つであるＬ

ＤＬコレステロールにつきましては、国立

循環器病研究センターの協力のもと、予防

と受診を勧奨する啓発動画を作成し、健康

づくり推進月間及びホームページ上での

配信を行ったところでございます。 

 それから、１３番目のお問いでございま

す。 

 栄養食生活についての総括のお問いで

ございました。 

 幼少期から食の楽しみを知り、食に対す

る関心を深めるとともに、正しい食習慣を

身につけることができるよう、食育の推進

にこれまで取り組んでまいりました。昨年

度は、食・栄養の取り組みとして、動画Ｌ

ＤＬコレステロールを作成し、啓発をした

ところでございます。 

 また、減塩対策を実施する上で啓発の一

つとして、かるしおプロジェクトを推進し

ておりますことから、今後も摂津市栄養士

会、それから地域の食育ボランティアグル

ープ、国立循環器病研究センター等々と連

携をして、市民への食生活に関する啓発を

行ってまいりたいと考えております。 

 それから、１４番目のご質問でございま

す。 

 健康づくりに取り組む自主組織につい

てのお問いでございました。 

 リーダー養成講座におきまして結成さ

れた、いきいき体操の会や、うきうきせっ

つ健歩会といった健康づくりに取り組む

自主組織におかれましては、コロナが流行

するとともに活動の場が減ってしまうこ

とになりました。現在も、体操やウオーキ

ングの普及啓発等の自主活動は継続され

ております。こういった自主組織の協力を

得ながら、市民に健康づくりの機会を提供

してきているところでございます。 

 それから、１６番目のご質問でございま

す。 

 うきうきせっつウオーキングの関係で、

令和３年度の総括ということでございま
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した。 

 ご承知のとおり、市内１０か所のウオー

キングコースを設置して、これらを活用し

たうきうきせっつウオーキングを毎月第

１月曜日に実施いたしております。令和３

年度につきましては、新型コロナ感染拡大

の影響で１０月、１１月、１２月の３回の

実施となりました。令和２年度に比べ実施

回数は減ったものの、毎回約５０名前後の

方にご参加をいただいている状況でござ

います。 

 それから、１７番目のご質問でございま

す。 

 受動喫煙に関する令和３年度の取り組

みでございます。受動喫煙防止に関するチ

ラシを増刷し、関係課とも連携して、検診

の際、あるいはイベント等で配布、公共施

設への配架など広く周知に取り組みまし

た。 

 またホームページにて、市の受動喫煙防

止対策や、大阪府の受動喫煙防止条例等に

ついて周知を行うとともに、広報紙やポス

ター等で、世界禁煙デー、禁煙週間等に合

わせて普及啓発を実施し、受動喫煙防止に

ついての理解を深めていただくよう取り

組みを行ったところでございます。 

 今後につきましても、機会をとらえて受

動喫煙防止対策の周知啓発を強化してま

いりたいと考えているところでございま

す。 

 それから、１８番目です。 

 新型コロナウイルスワクチン接種の関

係でございます。 

 取り組みにつきましては、ご承知のとお

り、１回目、２回目の新型コロナウイルス

ワクチン接種につきまして、令和３年５月

から６５歳以上の高齢者を対象に接種を

開始をいたしました。６５歳以上の高齢者

だけでは予約が埋まらなくなったこと等

を踏まえ、６月末からは対象者を４０歳以

上の基礎疾患を有する方、高齢者障害者施

設等の従事者に拡大し接種を進めてまい

りました。以降も対象年齢を引き下げ、９

月中旬からは当時のワクチンの対象年齢

である１２歳以上の方を対象に接種を実

施いたしたところでございます。１２月か

らは３回目の新型コロナワクチン接種が

可能となり、１、２回目接種において優先

順位が高かった医療従事者から接種をす

ることになりました。２月中旬より、６か

月の接種間隔での３回目の接種を進めた

ところでございます。新型コロナワクチン

の接種につきましては、摂津市の医師会、

薬剤師会、看護師会、大阪府の済生会吹田

病院、国立循環器病研究センターの医療従

事者の方にご協力をいただいたことで、市

民の方に対する接種が円滑に進められた

ものと考えているところでございます。 

 それから、１９番目のご質問で、成人病

のハイリスクアプローチのお問いがござ

いました。 

 ハイリスクアプローチは、検診の結果、

基準値に比べて値が高く、早期に受診が必

要な方へ受診勧奨を行う取り組みでござ

います。 

 令和３年度の取り組み実績といたしま

しては、対象者５８名に対し受診勧奨を実

施いたしました。 

 例年でございましたら、電話、面接、訪

問により勧奨を行っているところですが、

令和３年度は新型コロナ感染症の流行を

踏まえて、電話での勧奨を中心に実施をし

たところでございます。 

 また血圧が高い方に対しましては、検診

当日にその値が分かるため、その日のうち

に紹介状を発行することで、より受診に結
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びつくよう取り組みを行っております。 

 それから、２０番目の糖尿病予防教室に

ついてでございます。 

 令和３年度の取り組みでございます。平

成２９年度から平成３０年度にかけては

一定の血糖値を満たす方を対象に実施し、

令和元年度からは一部の市民に限らず、全

市民の方に糖尿病予防公開講座を実施し、

国立循環器病研究センターの医師や、市内

の歯科医師の方に講話をいただき１３５

名の市民の方が参加されました。令和２年

度以降につきましては、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、集客型の講座がで

きない状況であったため、１１月の健康づ

くり推進月間に作成した動画に、糖尿病予

防の啓発を盛り込み配信し、令和３年度の

糖尿病を含む生活習慣病関連の視聴数は

２，０７２回でございました。 

 それから、２１番目のご質問で、ＣＫＤ

アプローチのお問いでございました。 

 ＣＫＤ慢性腎臓病は、成人の８人に一人

がＣＫＤになると言われております。進行

すると最終的には人工透析、腎移植を受け

なければいけないため、予防が非常に重要

になってまいります。 

 このＣＫＤになる原因で最も多いのは、

糖尿病、高血圧等の生活習慣病と言われて

おりまして、脳卒中や心筋梗塞などの心血

管の疾患を発症する危険性も高くなって

おります。市では腎臓病治療ガイドライン

に基づきまして、基準を定めた上で受診勧

奨と、栄養・運動指導などの保健指導を行

っており、対象者２名に対して受診勧奨を

実施したところでございます。 

 今後につきましても、ハイリスクアプロ

ーチを推進するとともに、ホームページ、

各種媒体を通じて、生活習慣病予防の普及

を、より一層進めてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

 それから、２２番目のご質問でございま

した。 

 脳卒中予防とチェックファストについ

てというお問いでございます。ご紹介にも

ございました、ファストにつきましては、

脳卒中における症状を表したものでござ

いまして、Ｆが顔面の麻痺。それからＡが

アーム、腕の麻痺。Ｓがスピーチ、言葉の

障害。Ｔがタイムの発症時刻ということで、

啓発を行っているものでございます。 

 脳卒中を疑う症状を広く市民に知って

いただき、突然現れる症状に早く気づき、

すぐに受診していただくよう啓発してい

る取り組みでございます。 

 令和３年度につきましては、自治会回覧

でのチラシ配布を行うとともに１１月の

健康づくり推進月間において、国立循環器

病研究センターの協力で作成をした動画

ＬＤＬコレステロールを作成し、動画の中

で脳卒中の予防について啓発をいたしま

した。 

 また、重複いたしますが、新型コロナワ

クチン集団接種会場における待機時間を

利用して、こちらも国立循環器病研究セン

ターの協力で作成した動画、「何かへん・

おかしいな・もしかして・脳卒中！？」と

題した動画を放映し、周知啓発に努めたと

ころでございます。 

 それから２３番目のご質問でございま

す。 

 職場体操のお問いでございました。 

 現状につきまして、組織的に午後３時の

体操に取り組んでいる職場があるといっ

た情報は把握いたしておりません。今年度

に入りまして、保健福祉部で自主的な活動

ではございますけれども、朝の体操に取り

組んでおり、普及啓発の担当課といたしま
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しては、今後、職員への働きかけなど、ど

の程度まで行えるか現状を踏まえて検討

したいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 細井参事。 

○細井高齢介護課参事 それでは、７番目、

８番目のご質問にお答えいたします。 

 ７番目の、高齢者民間賃貸住宅家賃助成

費につきましては、まず利用できない理由

としまして、収入制限の超過、また家賃上

限額の超過という内容が多かったと認識

しております。 

 次に、家賃の上限額につきましては、１

か月の家賃が５万円以下の世帯に対し、１

か月１万円を限度として、家賃額の３分の

１を助成。市民税非課税世帯の方には１，

０００円を上乗せとなっております。 

 所得判定時期につきまして、当該年度８

月以降に申請される方は、前年の収入をも

って決定をしており、１月から７月に申請

される方は、申請時点で前年収入が確定し

ておりませんので、前々年度の収入をもっ

て決定をしております。 

 ８番目、ライフサポーター業務につきま

しては、訪問介護の有資格者、５名体制に

より、ひとり暮らし登録者及び７５歳に到

達された方への個別訪問を行っておりま

す。 

 支援課題が発見された場合におきまし

ては、地域包括支援センター等と連携しな

がら、必要となる支援につなげており、ひ

とり暮らし登録者では、令和３年度介護保

険につながった件数は２３件。前年度比９

件増加。介護保険以外の高齢福祉サービス

につながった件数は１９件。前年度比１４

件の増加となっております。 

 ７５歳到達者訪問におきましては、介護

保険につながった件数はゼロ件。介護保険

以外の高齢福祉サービスにつながった件

数３件。令和２年度と比較して、いずれも

１件の減少となっております。 

 以上です。 

○香川良平委員長 それでは、藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは２回目の質問

をさせていただきます。 

 １番目の社会福祉協議会の補助事業に

ついてです。社会福祉協議会が、様々な地

域福祉活動を円滑に実行できるように定

例会議等を通じて各事業における課題や

方向性を共有していく必要があるとされ

ています。 

 生活支援有償ボランティア、よりそいク

ラブです。これは会計が違うかもしれませ

が、展開など新たな取り組みも実施されて

いると報告にあります。地域活動を支える

ボランティアの育成は欠かせないもので、

大変必要だと思います。また、ボランティ

アの登録団体、ボランティア連絡協議会の

今後の在り方、そして地域ボランティアを

育成し、根づかせていくためにはどのよう

に考えておられるのかお聞きします。 

 それから、１の２の重層的支援体制を構

築していく上で、社会福祉協議会の役割が

大変重要になります。これは一般質問でも

言いました。様々な問題に共通しているこ

とは、貧困が絡んでいるということであり

ます。貧困対策としてのプラットフォーム

を社会福祉協議会に設置する必要がある

と思います。改めて見解についてお聞きし

ます。 

 １の３、コミュニティソーシャルワーカ

ーについてです。 

 先ほどの答弁では、令和６年度をめどに

増員を考えたいという話でございました。

もともと計画では、人員配置は中学校区に

一人となり、５校区ありますから５人は最
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低必要と私は思っています。重層的支援体

制の切り札でもあります。今、一人しか正

職員がいなくて、体制が非常に不安定なの

で、正職員で５名体制ができるようにお願

いします。要望としておきます。 

 １の４番目、ボランティアセンターの取

り組みです。今後検討されますが、まだま

だ課題はたくさんあります。まだ今はネッ

トワークで、年に２回顔を合わせるだけで

す。１回目は初めましてと顔合わせをする

だけで、２回目はお疲れさまでしたという

感じです。こういうことしか、まだできて

いません。やっぱり普段から顔が見え、も

う少し頻繁にいろんなことを共有しなが

らやっていくことが必要だと思います。体

制としても、まだまだ揃えていかないとい

けないです。ボランティアセンターは社会

福祉協議会内に設置していますが、ご存じ

のように淀川の破堤で水没します。そうな

ると、全く機能できません。水没するとこ

ろに、そのまま設置しておいていいのかと

いうことにもなります。地震のときはここ

で大丈夫ですが、水害のときには、やっぱ

り水没しないところでボランティアセン

ターを開設することが必要だと思います。

そういうこともしっかり検討し、資材もし

っかり備蓄をしておかないといけないと

か、いろんなことを考えておかないといけ

ない。何よりも災害ボランティアの人材を

育てておかないといけない。これは一番大

事なことになります。これからまだまだ取

り組んでいかないといけない話です。他市

から受け入れるだけでは駄目です。やっぱ

り自分のところの市の中でもボランティ

アを育成しておくことが非常に大事です。

いろいろ課題がありますから、そういうこ

とも踏まえ、しっかりと充実をしていける

ように取り組んでいただきたい。先ほど言

いました常設、大阪府は常設をすることに

なります。段々と各市も常設型になってく

ると思います。そういうことも踏まえ、し

っかりと対策、対応をお願いしまして、要

望としておきます。 

 地域福祉計画推進事業についてです。 

 これは書面による開催で、コロナの影響

があったということでございます。これは

了としたいと思います。その報告書の中で、

市内の居住支援法人を中心に居住支援協

議会を設置したとあります。 

 高齢者の住宅確保要配慮者が、保証人が

いないとか、そもそも高齢者お断りという

住宅も多いため、住宅確保が非常に困難に

なっています。こういう問題を解決するた

め、国は住宅セーフティネット制度を創設

しています。これは住宅マスタープランに

も記載がありました。以前に一般質問をし

たことがあります。当時は、空き家住宅の

登録があって、居住法人が保証人の代わり

をできるとかで、その後ろ盾をまた国がす

るという制度でした。登録してある住宅は

ほとんど少ないので、実際は機能していま

せんでした。大分変わってきていると思い

ます。そして市内の中でも、居住支援法人

が令和４年３月に立ち上がっています。こ

れは社会福祉協議会も一緒になって立ち

上げています。そういう実態、それからこ

の制度を実際的にどのように運用されて

いるのか。令和３年度の中身、実績につい

てご答弁をお願いします。 

 ３番目の社会福祉法人の監査事業です。 

 これもコロナの影響があった。また不祥

事等がなかったので、それに対する監査も

発生しなかったということです。これは了

としておきたいと思います。やっぱり社会

福祉法人がしっかりと透明性を確保して、

今後ちゃんと機能してもらうことは摂津
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市の福祉においても非常に重要になりま

す。しっかりと機能するように、できるよ

うにしていただきたいので、要望としてお

きます。 

 ７番、高齢者民間賃貸住宅家賃の件につ

いてご答弁いただきました。 

 やっぱり相談の中で、一番うまくいかな

かったのは、家賃が高かった、上限を超え

ている、５万円という家賃の上限を超えて

いることが非常に多かったと思います。私

もいろいろ相談に応じる中で、その件はよ

くお聞きします。どういうケースがあるか

というと、今までは家族で賃貸生活をして

いた。子どもたちがやがて巣立って、本人

たちも高齢になっていく。そしてどちらか

の配偶者が亡くなる。するとたちまち収入

が減って生活が難しくなる。そういうとき

の相談には、こういう家賃補助のお話をし

たいわけです。ところがもともとは家族で

住んでいたので、家賃がそう安くはないわ

けです。５万円を超えています。しかし５

万円という壁があって、引っ越すお金もな

いときに、引っ越すことを考えるしかない

のです。この制度を利用することが難しい

という壁に何度もぶち当たりました。今の

賃貸の状況を考えると、もう少し柔軟に、

家賃の上限額を状況に合わせて考えるべ

きではないかが一つです。 

 それから、所得の決定時期も８月の本算

定を用いることで、その途中だったら、前

年の配偶者が生きているときの算定でい

くと、８月まで待っておかないと制度を受

けられない。コロナの対応では全部実情に

合わせていました。急に会社が首になった

場合などです。配偶者が亡くなる場合も、

予期して亡くなるわけではなく、突然亡く

なることがあります。こういうことも踏ま

え、もう少し使い勝手のいい制度にできな

いか、今までも何度も申し上げてきたわけ

です。この点を踏まえて、一度ご意見をお

聞かせください。 

 ８番目、ライフサポーターの訪問は５名

で、令和３年度は７５歳になる人は昭和２

０年生まれの人です。来年からいよいよ団

塊の世代が７５歳に上がってきます。数も

当然多くなります。そういう意味では、体

制を強化する必要があると思います。団塊

の世代を迎える中で、今後どういう体制を

取られていくのか、ご答弁をお願いします。 

 １２番目、循環器病疾患についてです。

ＳＴＯＰ ＭＩキャンペーンをしっかり広

めていっていただく中で、効果も上がって

きていると私は思っています。数年前に、

国立循環器病研究センターの方からセミ

ナーで聞きました。実は、大阪府で摂津市

は、心筋梗塞発症率ワースト２位と言われ

ました。５年に１回、数値データをまとめ、

発表されると聞いております。そろそろだ

と思っておりますけど、結果が出たのかど

うか。それで結果がどうであったのか分か

れば、ぜひ教えてください。 

 栄養食生活についてです。 

 様々な努力をしていただいていること

は、よく理解をしています。今までも何度

か一般質問等でお聞きしたことはありま

す。今のまちごと元気！健康せっつ２１の

プランよりも、もう一つ前のアクションプ

ランのほうが分かりやすかった。 

 例えば、野菜もりもり生活をしましょう

とか、非常に分かりやすい取り組みだった

と思っているわけです。それを凌駕するよ

うな取り組みとしてやっていただいてい

ると理解をしています。健幸マイレージの

中で、同じように取り組んでいける、意識

していけるような取り組みとして絡めて

いっていただきたいことを要望しておき
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ます。 

 それともう一つ、小言のようになります

が、昨日売店に買い物に行きました。今、

保健福祉課に頼まれて減塩のカップ麺、カ

ップヌードルが売店に置いてありますが、

売れません。１１月１１日で賞味期限が切

れます。なかなか職員も買ってくれないの

ですが、これは初めてではありません。去

年、味噌汁をたくさん仕入れ、これも保健

福祉課から頼まれ販売されていましたが、

全然売れませんでした。仕入れも多すぎた

ところはありますが、賞味期限が切れたら

全部負担することになります。そういうこ

とになるから、何とか協力しようと思って、

いろんなところに電話し、各課の皆さんに

もお願いしました。社会福祉協議会、施設

管理公社などにもお願いしましたら、箱で

買ってくれまして、何とか売れました。何

が言いたいかというと、減塩に対する職員

の意識は高くないです。市民にも訴えてい

くことは大事ですけれど、やっぱり職員の

皆さんにも健康意識、それから減塩に対す

る意識を高めることをしていただかない

と端的にそういうところで表れていると

思いました。耳の痛い話だと思いますが、

職員の皆さんもしっかりと減塩が大事だ

と意識を持っていただいて、ぜひよろしく

お願いしたいと思います。 

 １４番目、健康づくりグループについて

です。 

 摂津市が本当に体操四部作を広めるた

めにいろんな形で作っていただいて、いい

取り組みだと思います。高齢者が多いです

が健康寿命を延ばす非常にいい取り組み

です。コロナで随分活動が低下してしまっ

ています。まずは元の形ぐらいまで復活し

てもらわないといけないと思うのと、新た

なグループもぜひつくって支援していた

だきたい。どのように展開を考えられてい

るのか２回目お願いします。 

 １６番、まちごとフィットネスヘルシー

タウン事業のウオーキングです。１０コー

スが作られていまして、月に１回健歩会の

皆さんによるウオーキングが行われてい

ます。これはこれで大事な取り組みで、い

ろんなところに行きます。鳥飼方面に行っ

たり、千里丘方面に行ったり、正雀方面に

も行ったり、順番にぐるぐる回っています。

一方では、もう少し地域に根差した取り組

み、地域の方が地元の地域を利用される取

り組みが必要だと思います。健康遊具もこ

のコースに点在して置いてくれています。

健歩会で行ったときには使う時間がなか

なかありません。だからそこまではできて

いない。地域でやる場合は、その地域で日

頃から使えますから、健康遊具もしっかり

実演をしながら、地域で使っていただける

取り組みも必要ではないかと思います。 

 日頃から歩いている人は、自分でウオー

キングマイルートを持っています。私はこ

のコースということで、歩いています。大

正川もよく歩いておられますけれど、自分

でコースを決めておられます。自分にあっ

た距離を設定し、人によってコースを決め

ています。その人に合ったウオーキングル

ートを持っているので、今後、どういうと

ころを歩いているかをリサーチして、頻繁

に歩かれているところを中心に、次の健康

遊具をそういうところに置いていくとか、

より利用しやすいところに利用できるも

のを置くというのが、今後の取り組みで必

要です。だから、今の健歩会でやられてい

るのは１か月に１回です。それから地域で

１か月に１回ぐらいそういうものをやっ

たとしても、毎日歩いてもらうのはなかな

か難しいです。それぞれ自分のルートを持
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っている人が多いです。そういう人のため

の取り組みも今後考えていくべきと思い

ます。いろいろ言いましたが、この件につ

いて、どう思われるかお答えください。 

 １７番目、受動喫煙禁止の取り組みです。 

 令和３年度まで、２か所の受動喫煙防止

地区がつくられています。一般質問をした

ときには、今はコロナでもうそれ以上のこ

とはできませんと聞いていました。コロナ

は最優先ということで、それ以上は言わな

かったわけです。方針としては、これから

違う駅周辺なども指定していく考え方を

持っていました。今も持っているかも分か

りません。何よりも健都の区域に指定がで

きていません。これについては、指定はし

なくて違う方向のものを考えていくと言

われていました。１１月２７日に健都の明

和池公園でイベントが行われます。それに

もかかわらず、まだこのことがはっきりさ

れていないのは、大変だと思っています。

健都の区域の考え方をどうするのか。それ

から全体についてどう考えるのか、一度お

っしゃっていただきたいと思います。 

 １８番目、新型ウイルスワクチン接種に

ついてです。去年の５月から始まって、最

初は年齢規制も何もせずに、ＬＩＮＥもや

っていなかったので、非常に混乱をしまし

た。電話がつながらないといろんなところ

でお叱りを受け、謝らないと仕方なかった

わけです。それ以降はいろいろ工夫をされ

て、年齢段階の規制やＬＩＮＥの導入をさ

れました。何よりも摂津市の場合で特徴的

だったのは、先ほどもありました各医療機

関が積極的に受け入れをしていただいた

ことで、他市とは違う特筆すべきことだと

思っています。それがより早く接種が進む

一つの大きな要因だったと振り返ってい

るわけです。そういう意味では、医療機関

に対しても非常に感謝をしなければいけ

ない思いでいっぱいです。これはよかった

と評価をしておきます。 

 一点だけ、ワクチン接種の間隔が今５か

月です。５か月たってワクチンを接種する。

この間のテレビで、いよいよ３か月にしま

すと発表をされていました。本市は３か月

接種についてはどのように考えていくの

か、聞いておきます。 

 それから、１９番目、２０番目、２１番

目と、成人病、糖尿病、それから腎臓病に

ついての具体的な取り組みです。これはし

っかりと取り組んでいくわけでございま

す。医療費の中で一番たくさん使っている

のは成人病、糖尿病と腎臓病です。がんが

多いと思ったら、がんじゃなくてこれらの

ものです。このことから、特化して、やら

れていくのはよく理解しています。摂津市

では糖尿病になっている人が多いです。今

後もしっかりと取り組んでいただきたい

と思います。また質問しますので、ぜひよ

ろしくお願いします。令和３年度はコロナ

であんまりできなかったと思いますけど

も、しっかりと取り組みをお願いし、要望

としておきます。 

 ２２番目、脳卒中の予防です。 

 これも非常に大事な取り組みです。私も

このファストを見て誰か倒れている人を

見たら脳梗塞と違うかなと思うようにし

ています。しっかり浸透させることで早期

に防げる、軽症で収まっていくことにもつ

ながります。今後しっかりと周知していた

だきますように要望しておきます。 

 最後、２３番目、職員の健康づくりです。 

 これは経緯を言いますと、午後３時の体

操四部作ができる前は全然違う体操をし

ていたのです。民生常任委員会でこのこと

が問題になりまして、せっかくつくったの
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だから庁内でもこの体操を使ったらどう

だと意見があって、この体操に変えたんで

す。そのときの部長の答弁では、職員の健

康づくりの観点からしっかりと進めてい

きたいとありました。各課に体操責任者が

決められ、その人たちがレクチャーを受け

て体操を各課で進めていく体制でスター

トしました。ところが、なかなか浸透せず、

そんなことがあったのかということで、現

状に至っています。これをきっちりさせる

のが私の使命だと目覚めましたので、全庁

を上げて午後３時に体操をするまで言い

続けていきたいと思います。保健福祉課長

がしっかり旗を振っていただいて、職員が

しっかり健康を保てるように、まず体操と、

それから階段を利用する。これは前からや

っているし、もう浸透してきていますけれ

ども、体操は全然浸透しなかった。だから

この体操をしっかりやっていきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 あわせて先ほど言いましたけれども、減

塩の意識もしっかりつけていっていただ

きますようにお願いしておきます。 

 民間の事業所では、健康経営というのが

今静かに進んでいっています。国もそうで

すが、大阪府はこれを推進しています。摂

津市も健診とかは当然やっていると思い

ますけれども、具体的な体操もしっかりや

って健康づくりをＰＲする。全員ができた

らぜひテレビに出て摂津市ではこんな体

操をやっていますと全国にアピールする

ぐらいの勢いで私はやっていきたいので、

よろしくお願いします。 

 そして先ほど言った、健康経営について

も摂津市は窓口がありません。これはぜひ

保健福祉課長が旗を振っていただいて、オ

ール摂津で健康づくりが進んでいくよう

なイメージで、取り組んでいきましょうと

訴えまして２回目を終わります。 

○香川良平委員長 暫時休憩いたします。 

（午後０時 ９分 休憩） 

（午後０時５８分 再開） 

○香川良平委員長 再開します。 

 浅尾課長。 

○浅尾保健福祉課長 それでは、２回目の

質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、１番目の社会福祉協議会の関係で

ございます。 

 一つ目のご質問でございますが、第４期

の地域福祉計画策定時に実施をいたしま

した市民の地域福祉活動などの意識や実

態を把握することを目的としたアンケー

トでは、今後、ボランティアやＮＰＯなど

の社会貢献の活動に参加してみたいと思

うかという質問に対しまして、時間など条

件が合えば参加してみたいと回答された

方が４９．７％に上りました。潜在的にこ

のような担い手がいることが分かってお

りますことから、より多くの方にボランテ

ィアに興味を持ってもらい、参加していた

だけるよう、ＳＮＳやイベント等を通じて

情報の発信をしていること、まず入り口部

分を活性化していくことが重要であると

考えております。社会福祉協議会とも協議

をしながら進めてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

 １番目のご質問の二つ目につきまして

は、生活支援課から答弁をさせていただき

ます。 

 ２番目のご質問でございました居住支

援協議会のお問いでございますけれども、

住宅セーフティネット法に基づく協議体

で、高齢者や障害者、低所得者など、賃貸

住宅を借りることが困難な方が円滑に賃

貸住宅を借りることができるよう、入居に

係る体制を整備するもので、居住支援法人、
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市町村、それから賃貸事業者で構成をいた

しているものでございます。 

 居住支援協議会は、居住支援法人でもあ

る桃林会ととりかい白鷺園が事務局とな

り、令和４年３月１日に設立をされ、現時

点においては、周知活動の基礎として、居

住支援協議会のホームページであるとか

パンフレットの作成を進めているところ

でございます。居住支援協議会を通じて、

それぞれの団体や部署での課題等を共有、

効果的な取り組みにつなげるとともに、各

団体や部署間でのネットワークを形成し

ながら、それぞれの役割を明確化し、スム

ーズな連携と円滑な入居への流れを作っ

てまいりたいと考えているところでござ

います。 

 それから、１２番目のご質問でございま

す。データのお問いでございました。 

 平成２０年度から平成２４年度までの

急性心筋梗塞におけるＳＭＲについて、大

阪府内での本市の順位はワースト２位で

ございました。このときの公表データは、

大阪府提供のもので、以降については公表

されなくなりました。大阪府が公表するデ

ータではございませんが、国基準のデータ

は、平成２５年度から平成２９年度までの

データがございまして、これに基づいた順

位は同じくワースト２位となってござい

ます。 

 次に、公表されます国基準のデータは、

令和７年度が予定されていると認識をし

ておりまして、ＳＴＯＰ ＭＩキャンペー

ンは、平成２９年度から開始をいたしてお

りますので、この分のデータの分析評価を

しっかりと行っていきたいと考えており

ます。 

 それから、１４番目のご質問でございま

す。自主組織のお問いでございました。運

動の継続には、一緒に取り組む仲間がいる、

そういったことも必要であろうと考えて

おります。現在では、新型コロナ感染状況

も少し落ち着き、様々な活動が再開される

中、一時的に活動の機会が減った自治組織

につきましては、現状の把握、それから意

見交換等を交えて、今後の取り組みについ

て市が行える支援、何ができるかというこ

とを検討してまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 それから、１６番目のご質問でございま

す。 

 １６番目、ウオーキングコースのお問い

がございました。市民それぞれの方が独自

でコースを作って歩かれている、そういっ

た実態が存在することは認識をいたして

おります。本市といたしましては、今ある

設備、それからウオーキングコース、これ

を使ってもらうことも一方で重要だと考

えておりまして、今回、市内１０か所のウ

オーキングコースに設置されている健康

遊具、これを市民に広く周知するために、

健康啓発動画を作成し、ウオーキングコー

スの場所、それから魅力、健康器具の正し

い使い方を紹介する、そういった動画の作

成にも取り組み、今後、健康づくりの啓発

として発信をしていきたいと考えている

ところでございます。 

 それから、１７番目のお問いでございま

す。健都の区域での路上喫煙の禁止の関係

のお問いでございました。 

 吹田市と摂津市にまたがる健都の区域

におきましては、吹田市が禁止地区に指定

し、過料を設けている、そういったことは

認識としてございます。この禁止の観点で

ございますけれども、環境の観点から、吹

田市がそういったものを設けていると認

識をしておりまして、エリアで一体的に何
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か設けるということになると、新たな協議

が必要になると考えてございます。まず、

健都における現状の把握、それから必要な

場合に吹田市との協議、これが必要になっ

てくるものと考えているところでござい

ます。 

 それから１８番目のお問いでございま

す。新型コロナウイルスワクチン接種の進

捗のお問いがございました。 

 ご紹介いただきましたとおり、１０月２

１日より、接種間隔が５か月から３か月に

短縮されることが通知としてございまし

た。本市におきましても、２１日以降、個

別に予約を取っている医療機関において

は、３か月の期間で接種が行えるような形

で通知を行っております。 

 なお、５か月の接種間隔を設けるために、

現在接種券を発送する前の待機者につき

ましても、１０月下旬には新たに接種券付

予診票を発送いたしまして、３か月の間隔

での接種が可能となるよう取り組む予定

をいたしているところでございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 木下部参事。 

○木下保健福祉部参事 それでは、私から

は、生活困窮のプラットフォームについて

お答えをさせていただきます。 

 生活困窮につきましては、ご質問にもご

ざいましたように、世帯によって抱えてい

る課題が様々でございますので、個々の状

況に応じて、解決に向けた支援を行ってい

く必要があると考えております。このため

には、行政の制度だけではなく、広く民間

の団体が持っておられる支援なども含め

て、社会資源の情報共有や官民の関係機関

が連携しての対応が重要であると認識し

ております。 

 そのような取り組みが進みますことで、

重層的支援の体制構築にも結び付いてく

ると考えております。関係課、関係機関が

連携して支援体制の構築の共通認識を図

っていき、その中で役割分担なども協議、

議論してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 細井参事。 

○細井高齢介護課参事 ７番目、８番目の

２回目のご質問でございます。 

 高齢者世帯民間賃貸住宅の家賃上限額

につきましては、国の住宅土地統計調査を

参考に設定しており、現段階におきまして

は、制度の拡充を考えておりません。また、

補助決定時期につきましても、様々な事情

を抱える方がいらっしゃると存じますが、

こちらにつきましても、現行制度の維持で

取り組ませていただきたいと考えており

ます。 

 しかしながら、本制度は、高齢者が安心

して住み続ける上で、生活の基盤となる住

まいの確保策として重要な取り組みのた

め、今後もできる限り継続していきたいと

考えております。我々といたしましても、

できる限り多くの方に利用いただきたい

と考えておりますので、前々年の収入が基

準超過であった方に対しては、書面等を通

じて、収入や世帯の構成の変動によって、

利用できる可能性がある旨をお知らせさ

せていただいているところでございます。 

 次に、８番目、ライフサポーター事業の

体制強化につきましては、平成２８年度に

２名を増員して現行体制で実施しており

ますが、２０２５年問題が目前に迫る中、

見守りを必要とする方が今後さらに増加

すると認識しております。このような状況

を踏まえ、見守りをより一層進めていく上

での効果的な取り組みについて、先進的な

事例も確認しつつ、高齢者施策全体の中で



- 28 - 

 

高齢者の見守り強化について検討してま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 それでは、藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 全て要望にします。 

最初の社会福祉協議会に関連をした１

番の１です。ボランティアの育成充実につ

いてしっかりやっていくということです

ので、本当にしっかりお願いします。 

 それから、ボランティア登録団体の増加

とか、連絡協議会もなかなか厳しい状況だ

とお聞きをしています。活発化できるよう

に、指示、支援をお願いしたいと強く要望

しておきます。 

 ２番目の重層的支援体制の構築につい

てです。非常に前向きに考えておられると

私は思っているわけです。貧困対策として

のプラットフォームにつきましても、社会

福祉協議会に設置をすべきであると思い

ます。何もなければ、社会福祉協議会もそ

の気になりません。何かその気になるよう

なもの、要するにお金のこともしっかりと

考えていただいて、本市もやる気を示せる

ようにお願いしておきます。 

 社会福祉協議会も、変わりつつあると私

も思います。事務局長を筆頭に、真剣に取

り組んでいただきたいと思います。これを

機に、ぜひとも社会福祉協議会が大きく成

長して変わっていけるように、そして、パ

ートナーシップをしっかりと取っていけ

るように、ぜひお願いしておきます。 

 この間、千里丘駅の構内で高校生の男女

が亡くなるという事件がありました。理由

はよく分かりません。しかし、今、新型コ

ロナの影響もあって、孤独化が非常に深刻

になっていて、全国で自殺が多くなってい

ます。特に若い世代が自殺をすることが多

くなっています。国でもどういうことがで

きるか検討会議もなされているわけです。

最終的ではないですけど、今の到達段階で

は、やっぱり地域がしっかりと関われる社

会を作っていくことが大事です。これは重

層的支援体制も同じで、しっかり関わって

いける人を作っていく、そういう人を育成

していくこと以外に、今のところ解決の糸

口が見えない。そして、できれば、この厳

しい人にはアウトリーチで、つまりこっち

から行くというおせっかい、それから伴奏

型とかいろいろ考えられています。こうい

うことも、今後は取り組んでいかないとい

けない一つの課題と思います。これは重層

的支援体制の中で、孤独化の対策、それか

ら貧困、今後大きな課題になると思います。

こういうことも踏まえ、社会福祉協議会を

中心として体制が作っていけますように

強く要望しておきます。 

 ２番目、地域福祉計画の推進の中で、居

住支援協議会のことを答弁いただきまし

た。ようやく市内でも立ち上がったところ

です。これから実質やっていく中で、これ

もしっかり支援して、育成をしていくこと

が必要だと思います。この団体は、立ち上

がる前からいろいろ貧困対策の支援もし

ていただいておりまして、住居確保につい

ても支援をしていただいています。いろい

ろお世話になったこともありますが、やっ

ぱり困っておられます。保証人もおられず

に困っている方のセーフティネットとい

うか、最後の頼みの綱として、機能して頑

張っていただいております。社会福祉協議

会と一緒になってやっておられるので、し

っかり支援をして、育成をして、活動して

いただける体制をとっていただきたいと

要望しておきます。 

 次に、高齢者民間賃貸住宅家賃助成費に

ついてです。現状でやっていくということ
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です。さっき言ったように、突然配偶者が

亡くなられて環境が変わられる方がいら

っしゃいます。生活保護を受けるにはぎり

ぎりのライン、しかも何とか自分で頑張り

たいと思いを持っている、そういう人は、

爪に火を点すような思いで、頑張っていま

す。そういう人に支援が届いていないのは

非常に口惜しいです。そういう意味では、

今後も要検討いただいて、本当に頑張って

いる人を救っていける制度になるように、

今後の課題として申しておきますので、よ

ろしくお願いします。 

 ８番目のひとり暮らし高齢者等安全対

策事業、ライフサポーターの件です。２０

２５年を目前に控え、しっかり対応を強化

する必要があると思います。人員の確保、

それからスキルアップとあわせて、見守り

がしっかりできるように、これも高齢化社

会の中では非常に重要な位置、立場になる

取り組みと思います。よろしくお願いして

おきます。要望です。 

 続いて、循環器病の疾患、ＳＴＯＰ Ｍ

Ｉキャンペーンです。令和７年度に汚名返

上できるように頑張ってきたと思います

が、まだまだ頑張らないといけないと思い

ます。令和７年度であれば、そこを目指し

て、何とかワースト２位は返上して、今度

は逆に、少ないほうから１番になれるぐら

いの思いで取り組んでいっていただきた

い。今後もしっかりと推進強化をお願いし

ます。要望です。 

 １４番目、健康づくりの取り組み、自主

組織の支援についてです。 

 健康寿命延伸をしていく中で、私は、体

操とウオーキング、これは２本柱だと思っ

ています。その二つが、やっぱり検診とか、

病気になった人の持病とかは別として、ふ

だんからしっかりと健康を維持していく

ためには非常に大事な取り組みで、２本柱

だと思っています。どうか今コロナで落ち

込んでいますけど、何とか原状回復、そし

てさらに発展できるように、しっかり取り

組み、創意工夫をして、活性化していただ

くようにお願いしておきます。要望です。 

 １６番目、ウオーキングの取り組みです。

今後、動画の作成などもしてＰＲをしてい

くということです。もう一つ、今、健歩会

が全体イベントを月２回ずっとやってい

ただいています。例えば地域と自治会とか、

そういう地域の有志とか、また健康グルー

プへ、ウオーキングコースを一緒に設定し

ていただくよう促したらどうかというこ

とを言いました。健歩会側は、これからも

頑張っていただくということで、もう少し

草の根的にふえていく取り組みを、今後ぜ

ひ考えていただきたいことをお願いして

おきます。要望としておきます。 

 次に、１７番目、受動喫煙防止の取り組

みについてです。 

 以前に一般質問でお聞きしたことがあ

りまして、健都の区域については、吹田市

と一緒にやっていくとあって、同じような

角度で進めていきますという答弁もあり

ました。勉強不足で調べられていないんで

すけど、ただ、吹田市の地域ではＰＲがさ

れていますが、摂津市の地域では、吹田市

外なので、ＰＲしているものはありません。

そうなると、今度は摂津市としての取り組

みが薄れていきますから、ここはしっかり

調整いただきたいと思います。私は、本当

は路上喫煙禁止ぐらいやったらいいと思

っています。健都の新しいパンフレットの

中にも路上喫煙禁止と書いています。これ

は検討していただいて、実施している２か

所の地域以外も検討していくと以前にご

答弁をいただいています。モノレールの南
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摂津駅や摂津駅とかの周辺に検討すると

ありましたから、それも含めても進めてい

ただきたいので、要望しておきます。 

 １８番目、コロナワクチン接種の間隔が、

３か月の期間に短縮されます。１０月下旬

には接種券が発送されますので、しっかり

周知をしていただいて、随分、接種希望者

も落ち着いている状況が続いていますか

ら、混乱することはないかもしれませんが、

オミクロン株対応分を早く打ちたいとい

う声は聞こえていますので、周知もしっか

りしていただいて、実施をしていただくよ

うにお願いしておきます。 

 最後に、職員の健康づくりです。体操を

しっかりやっていただきたいと思います

ので、私も頑張っていきたいと思います。 

 以上です。 

○香川良平委員長 藤浦委員の質問が終

わりました。 

 ほかにございますか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、質問させてい

ただきます。 

 決算概要でお願いします。課ごとにまと

めます。またページ前後しますが、よろし

くお願いします。 

 質問番号１番、７６ページ、社会福祉法

人介護特例補助事業、高齢介護課です。 

 社会福祉法人介護特例補助事業は、予算

でも減額になっておりましたが、決算では

ゼロ円になっています。この事業の内容と

利用件数の推移、対象者の条件、市民への

周知方法について教えてください。 

 質問番号２番、７８ページ、高齢者日常

生活支援事業、日常生活用具給付費があり

ます。どのような用具があるのか、利用件

数とかも含めて教えてください。 

 質問番号３番、同じく高齢者日常生活支

援事業です。先ほども他の委員から質問が

ありましたけれども、高齢者民間賃貸住宅

家賃助成費です。今さっきの質問の中でい

ろいろと明らかになったわけです。家賃の

上限５万円というお話でありました。この

家賃の上限５万円という根拠についてお

聞かせください。 

 質問番号４番、７８ページ、ひとり暮ら

し高齢者等安全対策事業、緊急通報装置で

す。 

 これも質問がございました。制度の利用

が伸びていないということです。それにつ

いては、固定電話のことがあったと思いま

す。もう一つ、利用するための要件がある

と思いますので、そこについて説明くださ

い。 

 質問番号５番、７８ページ、ひとり暮ら

し高齢者等安全対策事業のライフサポー

ター業務委託料です。 

これも質問があったと思います。７５歳

に到達された方には登録の案内を通知さ

れておりますが、自ら登録をした人のとこ

ろに行っているのか、それともいろいろま

たそれ以外にフォローをすることをされ

ているのか、その辺を聞かせてください。 

 質問番号６番、７８ページ、介護予防・

ふれあい事業の中に、高齢者交流入浴委託

料と、ふれあい入浴助成補助金があります。

これについては、銭湯でのふれあい入浴と、

安威川以南の高齢者施設での入浴サービ

スだと思いますが、実際にはできていない

ことがあると思います。今後、開くことが

できるのか、どんなことを検討されている

のかについて教えてください。銭湯は、実

績について教えてください。 

 質問番号７番目、８０ページ、シルバー

人材センター事業です。 

 これも質問が出ていました。コロナの影
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響を受けて、仕事がなくなったり、減った

りとかもあったとお聞きしました。シルバ

ー人材センターの運営状況も大変厳しい

のではないかと思っています。２０１９年

からは、消費税が１０％に引き上がってお

ります。シルバー人材センターは、消費税

を払っているのか、消費税増税の影響はあ

るのかお聞かせいただきたいので、よろし

くお願いします。 

 質問番号８番、８０ページ、新型コロナ

ウイルス感染症対策高齢者雇用確保支援

事業です。 

 執行率５４．３％と低いです。この内容

と、どうして低いのかについて教えてくだ

さい。 

 質問番号９番、８２ページ、市立みきの

路運営事業、障害福祉課になります。 

 これも質問がありました。２０２１年度

は、空調や給湯の工事がコロナ禍の中で行

われたと思います。障害者の入所施設とい

うことで、外部から人が入ったりすること

もあり、感染症対策とか非常に気を使われ

たと思います。そういう状況について、教

えてください。 

 質問番号１０番、８２ページ、同じく障

害福祉課、共同生活援助事業、グループホ

ーム創設の支援金です。 

支援金の創設がなかったということだ

と思います。ゼロ円になっています。しか

し、グループホームを必要とする人のニー

ズはあると思いますが、どういう状況なの

か教えてください。 

 質問番号１１番です。８４ページ、新型

コロナウイルス感染症対策障害者雇用確

保支援事業、障害福祉課です。 

 これについても、内容、実績を教えてく

ださい。 

 質問番号１２番、７６ページ、新型コロ

ナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

支給事業です。 

 これも質問があった分です。生活困窮者

自立支援金は、生活が非常に困窮されてい

る方が申込まれると思います。ところが、

給付金の申請から交付までの日数が非常

にかかる問題が全国各地で起こっていま

す。摂津市は、何日ぐらいで交付されてい

るのか。また、１回目の申請から最初の交

付までは、割と明らかになっています。２

回目以降、面談をして、その後交付金が降

りるまで、非常に時間がかかっているとの

ことも伺っています。どのようになってい

るか教えてください。 

 質問番号１３番、９６ページ、生活保護

事業です。 

 高齢者の割合がふえているとの答弁が

ありました。コロナ禍で失業等も増加して、

女性の自殺もふえているわけです。生活保

護の申請数、若年者とか子育て世帯などは

ふえているのかどうか、その辺について教

えてください。 

 それと、ケースワーカー一人当たりの件

数、女性ケースワーカーがどうなっている

のかについても教えてください。 

 質問番号１４番、７４ページ、保健福祉

課に移ります。 

 災害見舞金給付事業です。これについて

も質問がありました。災害が起きたときは、

本当にもう何をどうしていいかも分から

なくなると思います。生活がすぐに困って

しまう、特に火事やと、何もかも焼けてし

まって、災害見舞金を早くということが先

ほどの議論中でもあったと思います。災害

見舞金だけではなく、災害に遭われた方に

は、様々な市の制度があると思います。消

防本部と、それから障害福祉課が、どなた

が災害に遭われたかを一番つかむ窓口に
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なると思います。ほかの課は個人情報もあ

りますので、どなたが災害に遭われたかは、

そこを通じてしか分からないと思います。

災害見舞金以外の制度、ここに対してどの

ような形で、災害に遭われた方にご案内が

できているのか、またできていないのか、

教えてください。 

 質問番号１５番、新型コロナウイルス感

染症対策検体採取補助事業についてです。 

 医療機関の皆さんが非常に頑張ってい

ただいて、摂津市では、コロナになったと

きに、検査などがほかの市と比べるとスム

ーズにいっていると思います。大阪府のホ

ームページを見ますと、６４歳未満、下は

１８歳以上がセルフ検査をするようにと

誘導なされています。もちろん持病を持っ

ているとか、そういう方は別です。これも

大阪府が勧めていることと、摂津市の中で

は、そういう年齢の方でも受けていただけ

る状況になっているのか、病院に電話した

らどうなるのかについて、教えてください。 

 質問番号１６番、救急医療体制整備事業

です。 

 三島救命センターの問題です。これも議

論が出ていたと思います。コロナの受け入

れをするようになって収入的には少し落

ち着いたということだったと思います。医

者や看護師とか、コロナの受け入れをする

となると、ほかのところと切り離さないと

いけないとか、いろいろ問題がふえてくる

と思います。そういう体制がちゃんとでき

ているのか、そういうことについても教え

てください。 

 それと、コロナだけじゃなくて、一般の

救急についても、きちっと受け入れができ

る状態なのか。搬送されてくる人を断ると

か、救急車が救急を受けて、病院の受け入

れ先がなくてずっと救急車が止まってい

るということもあります。救命救急センタ

ーは、そういうことなくいっているのかも

教えてください。 

 質問番号１７番、９８ページ、感染症予

防事業です。 

 この中に、インフルエンザの予防接種が

あると思います。２０２１年度の実績、そ

れから非課税の方に無料制度があると思

います。これについて教えてください。 

 質問番号１８番、９８ページ、成人健康

診査事業です。 

 ここに幾つか健康診査が記載されてい

ますが、ＰＦＯＡの健康診査については行

われていないと思います。しかしながら、

ＰＦＯＡの血中濃度について、摂津市の中

で自主的に検査をされているわけです。非

常に高いという方々が出てきておられ、健

康への影響について不安を感じておられ

ることが摂津市では起っています。 

 ２０２１年１０月に採血をされた９人

の方は、９人とも非汚染地域と言われると

ころと比べるとＰＦＯＡの血中濃度が非

常に高かったんです。一番高い方で１９０．

７ｎｇ／ｍｌという数字であります。非汚

染地域は２．７ｎｇ／ｍｌと言われていま

す。２０２２年６月に、畑で農作物を作っ

て、ご自身がそれを食べておられる方々が

なさった調査です。畑で農作物を作って食

べているわけではない、農作物の摂取から

ではないと考えられる方々も不安に思っ

て、１１人が６月に血液検査をされました。

すると、そのうちの７人から高い濃度が出

たということです。一番高い方で１７．１

ｎｇ／ｍｌです。これは、ダイキン工業の

近くにずっと長く住んでおられた方で、別

府、東別府、南別府町、一津屋地域の方々

です。それぞれ居住歴は１８年以上で、年

齢は３６歳から８６歳、男性４名、女性７
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名です。こういう方々からも高い値が出て

います。 

 今回は、自主的な検査だったんですけれ

ども、実は、環境省も血液検査をずっとや

っていることが分かりました。環境省のホ

ームページに、日本人における化学物質の

ばく露量について、化学物質の人へのばく

露量のモニタリング調査が行われていま

す。最新は２０１７年ですが、２０１１年

からやっているとのことです。ご存じだと

思いますが、この調査の中の平均数字も挙

げられています。これについて、平均が幾

らなのか、今、私がご紹介した地域の方々

の血液濃度と比べてどう思われるのかお

聞かせください。 

 質問番号１９番、９８ページです。これ

も質問が出ておりました新型コロナウイ

ルスワクチン接種事業です。日曜日とか、

以前はコミプラとか場所を設けて行って

いただいたと思います。今は、休日接種は

どうなっているのか教えてください。 

 以上で、１回目終わります。 

○香川良平委員長 それでは、答弁を求め

ます。 

 真鍋課長。 

○真鍋高齢介護課長 それでは、一つ目で

す。社会福祉法人介護特例補助事業につい

てでございます。内容や件数、条件や周知

方法でございます。 

 まず、社会福祉法人介護特例補助事業は、

低所得者で一定の要件を満たす生活困難

な利用者に対しまして、介護保険サービス

を提供する社会福祉法人が利用者負担を

４分の１に軽減することによりまして、介

護保険サービスの利用促進を図ることを

目的に実施するものでございます。 

 過去５年間の利用人数につきましては、

令和３年度は４人、令和２年度が４人、令

和元年も４人、平成３０年度が６人、平成

２９年度が９人で、平成２７年度が少し多

くて１１人で、減少傾向となっております。 

 市が措置している予算につきましては、

社会福祉法人の利用減免が一定金額を超

えた場合に公費で助成するため、計上を行

うものでございます。このために利用者は

いますが、減免額が一定金額を超えないた

めに補助事業の対象にならずに、減免額に

ついては、社会福祉法人が負担している状

態が続いておりまして、そのために執行額

はゼロとなっております。 

 要件につきましては、生活保護受給者及

び市民税非課税者でありまして、五つの要

件がございます。一つ目が、年間収入が単

身世帯で１５０万円以下、二つ目に、預貯

金の額が単身世帯で３５０万円以下、三つ

目に、世帯が居住する家屋や日常生活のた

めに必要とする資産以外に資産を所有し

ていないこと、四つ目に、負担能力のある

親族に扶養されていないでありますとか、

五つ目に、介護保険料を滞納していないこ

とがございます。 

 周知につきましては、それぞれの社会福

祉法人がホームページに掲載するなどの

方法でありますとか、事業所のケアマネジ

ャーや相談員が必要に応じて実施してお

ります。市からも周知をしておりまして、

市のホームページや摂津市内の介護保険

事業者ガイドブックに掲載をしておりま

すが、年々利用者数が減少していますこと

から、令和３年度からの新たな取り組みと

いたしまして令和３年４月の保険料の仮

算定決定通知書、７月には、本算定決定通

知書に制度の案内チラシも同封をさせて

いただいております。また、広報せっつ６

月号にも案内を掲載させていただきまし

た。 
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 また、事業所の集団指導がありますので、

ケアマネジャーに対しても周知を行って

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 細井参事。 

○細井高齢介護課参事 それでは、私から、

２番目から８番目のご質問についてお答

えをさせていただきます。 

 まず、２番目の日常生活用具の品目につ

いてでございます。 

 令和３年度につきましては、認知症高齢

者や心身機能の低下等により、防火等の配

慮が必要なひとり暮らしの方に対し、電磁

調理器を６台、布団乾燥機を１３台、計１

９件の給付をしております。 

 なお、令和２年度は、電磁調理器７件、

布団乾燥機３件、計１０件となっておりま

す。周知につきましては、高齢者のための

福祉サービスにまとめた冊子に制度を掲

載しておりまして、ライフサポーターなど

を通じて案内しているほか、ホームページ

等で周知をしております。 

 ３番目の家賃助成に関する５万円の根

拠につきましては、先ほども申し上げまし

たとおり、国の住宅土地統計調査における

高齢者が生計中心である世帯の家賃平均

額を参考に設定しているところでござい

ます。その額につきましては、６５歳以上

世帯の１か月当たりの家賃、摂津市におき

ましては、４万６，２０７円となっており

まして、こちらの額等を参考に設定させて

いただいているところでございます。 

 ４番目のひとり暮らし緊急通報装置の

利用要件につきましては、これまで固定電

話の要件はお伝えさせていただきました

が、対象者といたしましては、おおむね６

５歳以上のひとり暮らしで、重篤な疾病等、

こちらも要件になっておりまして、緊急事

態が生じるおそれがある方としておりま

す。 

 続きまして、５番目のライフサポーター

につきましては、７５歳に到達された方に

は、市から通知をさせていただいておりま

して、登録等のご案内をさせていただいて

おります。このような中で、これら取り組

みに加えて高齢者の健康や生活に役立つ

情報を提供するため、ライフサポーター等

を通じて福祉サービスの周知や特殊詐欺

の注意喚起チラシの配布を行っていると

ころでございます。 

 なお、５人のライフサポーターの方につ

きましては、地区割して、１対象当たり平

均２か月に一度の定期的な訪問を実施さ

せていただいているところでございます。 

 ６番目の介護予防・ふれあい事業におけ

ます高齢者交流入浴とふれあい入浴の現

状についてでございます。 

 まず、高齢者交流入浴については、令和

２年度から制度創設させていただいたと

ころですが、まだ実施はできておりません。

昨年度の聞き取り調査の中で、主に聞かせ

ていただいている内容としましては、どの

ような条件であったら開始ができるのか

という点を主に聞いております。その中で、

やはりコロナの影響というところで、ワク

チン接種について、３施設とも考えておら

れまして、早期に開始するには全ての方の

ワクチン接種がされていることが条件と

して伺っております。 

 次に、ふれあい入浴の補助金につきまし

ては、市内公衆浴場を高齢者と児童の憩い

の場とすることで、相互のふれあいを深め

るとともに、健康増進につなげるため、月

一回、無料入浴を実施する公衆浴場１か所

に補助をしております。こちらにつきまし

ては、令和２年４月、５月がコロナの影響
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で中止になったものの、以降は実施ができ

ており、令和３年度は、高齢者の方が延べ

１，０２９人、児童が１９６人の利用とな

っており、コロナ禍以前の状態に戻りつつ

あると認識しております。 

 ７番目、シルバー人材センター事業でご

ざいます。 

 シルバー人材センターについては、消費

税の納税義務があるかというところござ

います。シルバー人材センター自体には、

消費税の納税義務はございます。ただ、会

員におかれましては、小規模事業者として

扱われておりまして、年間課税売上高が１，

０００万円以下の方は、現行の消費税制度

におきましては、納税義務が免除されてお

りますので、シルバー人材センターの会員

に限りましては、免税事業者という扱いに

なります。 

 最後、８番目でございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策高齢者

雇用確保支援事業でございます。支援金は、

緊急事態宣言期間中にもかかわらず、雇用

の確保に努める事業者支援を目的に、令和

３年８月２日から９月３０日の間に、市内

に住む高齢者を雇用する中小企業、または

個人事業主に対し、該当者一人当たり１万

円を支援するもので、３２件に対し、１，

０８１人分を支援金として交付したもの

でございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 飯野課長。 

○飯野障害福祉課長 それでは、質問番号

９番から１１番、障害福祉課に係ります３

点のご質問にお答えいたします。 

 まず、みきの路における空調給湯設備の

改修工事に関するご質問でございます。 

 工期中は、想定外の状況もありましたが、

担当職員がみきの路、あるいは工事業者と

しっかり連携、協議を行い、当初の予定ど

おりに工事を完了いたしました。 

 委員からご指摘のありましたとおり、工

期中に一番気を使ったのは、新型コロナウ

イルス対策でございます。外部から工事関

係者が出入りすることによりまして、入所

者を新型コロナウイルスに感染させるこ

とがないよう、そしてクラスターを発生さ

せないように、施設全体で対策を施し、細

心の注意を払ってまいりました。幸い、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大期と

も重ならず、入所者が感染することはあり

ませんでした。 

 また、コロナ対応以外の面では、日中の

作業中、入所者は自分の部屋に入ることが

できないため大きな負担を強いることに

なりましたが、１階のフロアや同一法人が

運営する短期入所の施設で日中を過ごす

など、入所者がストレスをため過ぎないよ

うに配慮しながら対応した結果、入所者に

大きな体調不良もありませんでした。 

 施設の老朽化とともに、今後も大規模修

繕が必要な状況は発生すると思われます

が、今回の工事を参考にしっかりと対応し

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、質問番号１０、共同生活援

助事業に関するご質問でございます。 

 共同生活援助事業補助金は、市内の社会

福祉法人がグループホームを開設する際

に、その定員数に応じて支給する補助金で

ございます。令和３年度は、補助金の支給

対象となるグループホームの開設はあり

ませんでしたが、そのほかの法人によって、

市内に新しいグループホームが開設され

ております。そのような状況の中で、グル

ープホームの利用ニーズを満たす供給が

あるものと認識しております。 

 最後、質問番号１１番です。 
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 新型コロナウイルス感染症対策障害者

雇用確保支援金の内容と実績でございま

すが、緊急事態宣言期間が長期化し、雇用

動向が悪化する中、継続して障害者を雇用

していただいた事業主に対し、障害者一人

につき１万円を支給するものでございま

す。 

 実績でございますが、六つの事業所に対

し、２７人分の２７万円を支給しておりま

す。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 木下部参事。 

○木下保健福祉部参事 まず、質問番号１

２番、生活困窮者自立支援金についてのご

質問にお答えいたします。 

 本事業につきましては、社会福祉協議会

の特例貸付けを借り終わった方などを対

象として実施してきており、決定した場合

につきましては、毎月１回の振り込みにつ

いて、３か月間を限度として行ってきてお

ります。初回の申請時、それから２回目以

降の相談員との面談が終わった後の振り

込みについてですけれども、いずれもおお

むね２週間で振り込みをさせていただい

ている状況でございます。事務が滞ること

のないように相談員の増員、それから事務

補助の職員の任用も行いまして、経済的な

めどがしっかりと立つようにということ

で、振込日を相談者の方にもお伝えさせて

もらいながら、業務に当たっているところ

でございます。 

 それから、１３番の生活保護に係るご質

問でございます。 

 まず、生活保護の申請数でございます。

年度を追って申しますと、令和元年度が年

間で１３９件、令和２年度は１５０件、そ

れから令和３年度も１５０件という状況

で、令和元年度から比べたら、少し１０件

ほど増加している状況でございます。 

 年齢につきましては、世帯類型で受給中

の方の類型で申しますと、先ほどの森西委

員のときにご説明したように、高齢世帯は

ふえてきておりますけれども、母子世帯、

その他世帯等につきましては、どちらかと

言うと、減少傾向になっております。 

 ただ、生活困窮も含めたご相談の状況を

この間見ておりますと、来られている方の

中で目立つのは、自営の方で、例えば飲食

業を営んでおられたけれども、売り上げが

落ちてしまったであるとか、あと一人親方

で建設業をしておられましたけれども、発

注が少なくなったとか、そういった方がお

られます。また、住み込みで就労されてお

られて、雇止めになってしまって、ホーム

レス状態になって支援が必要という方も

少しおられますので、そういった支援が必

要であると考えております。いろんな施策

を利用しながら支援に当たっているとこ

ろでございます。 

 また、生活保護のケースワーカー数でご

ざいます。一人のケースワーカーの担当世

帯は、令和３年度で平均約９８世帯を担当

しておるところでございます。 

 なお、女性のケースワーカーの配置につ

きましては、これまでからご意見をいただ

いてきたと認識しておりますけれども、令

和４年４月の人事異動で一人が配属にな

っております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 浅尾課長。 

○浅尾保健福祉課長 それでは、１４番目

のご質問に答弁をさせていただきます。 

 災害見舞金のお問いでございました。住

宅の火災等が発生した場合、被災された方

に対しましては、まず消防の方で消火活動

を行うとともに、今年からは、防災危機管
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理課が現地へ駆けつけることになります。 

 事務的な処理の中で、最初に被災された

方の情報を把握するのは、保健福祉課にな

ってございまして、速やかに保健福祉課か

らご連絡をさせていただき、災害見舞金を

はじめ、罹災証明の発行、それから各支援

制度をまとめた一覧をお渡しして、ご説明

をさせていただいているところでござい

ます。 

 現在、この一覧表につきましても、関係

課と連携をして、分類分け、記載項目の追

加とか、申請期限を記載するなど内容の充

実を図ることといたしているところでご

ざいます。今後につきましても、被災され

た方が円滑に手続できるよう各制度を案

内するとともに、関係課との連携を徹底し

てまいりたいと考えているところでござ

います。 

 それから、１５番目のご質問でございま

す。 

 新型コロナウイルスの病院での対応の

お問いでございました。ご紹介にもござい

ましたけれども、現在の状況でご説明をさ

せていただきます。 

 本年９月２６日より、全国一律で感染者

の全数届出の見直しがされ、対象を問わず、

これまでどおりコロナを疑う症状がある

場合については、医療機関で受診をいただ

くことになります。 

 なお、６４歳以下の方で重症化リスクが

ない人につきましては、検査キット配布セ

ンターに申し込みを行い、自ら検査をする

と、そういったことも可能となってござい

ます。 

 無症状の場合につきましては、薬局での

無料検査などを行っていただくことにな

ります。 

 症状がある場合につきましては、受診が

どの年代の方でも可能となってございま

すので、受診先にお困りの場合には、大阪

府の相談窓口をはじめ、市の保健福祉課で

もご相談に対応できるものと考えている

ところでございます。 

 それから、１６番目のご質問でございま

す。 

 三島救命救急センターの対応の件でご

ざいます。コロナ病床を設けたお話がござ

いました。この病床につきましては、圏域

ごとに大阪府で割り当てがございまして、

現在４床のコロナ病床を設けているもの

でございます。 

 一般の受け入れの観点でもご質問がご

ざいました。令和３年度におきまして、そ

の受け入れが混乱しているとか、受け入れ

ができない状況が続いているといった報

告はお聞きしていないところでございま

す。 

 それから、１７番目のご質問でございま

す。 

 インフルエンザワクチンのお問いでご

ざいました。この高齢者インフルエンザワ

クチン接種につきましては、特に重症化し

やすい高齢者の方に対して、インフルエン

ザワクチンにかかる費用を助成するもの

で、対象者は、市民のうち、６５才以上の

方、また６０歳以上、６４歳未満の方のう

ち、心臓機能障害等により身体障害者手帳

１級に該当する方が対象となってござい

ます。 

 実施期間といたしましては、１０月から

１２月末でございまして、自己負担１，５

００円で接種をいただくことができます。 

 なお、非課税世帯の方につきましては、

免除制度を設けてございます。 

 令和２年度に大阪府の助成制度がござ

いました関係もありまして、実績値として
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は、令和２年度で１万５，１６９件、令和

３年度は、大阪府の助成制度がなかったこ

とから、１万６０３件で、４，５６６件の

減少という実績になってございます。 

 それから、１８番目のお問いでございま

す。 

 環境省での血液検査のお問いでござい

ました。環境省の環境保健部環境リスク評

価室で、化学物質の人へのばく露量を明ら

かにするため、モニタリング調査が行われ

て、この内容がホームページで公開されて

いるということにつきましては、認識をい

たしております。 

 有機フッ素化合物の調査結果について

と題した項目で５か年合計４０６人の測

定の結果、ＰＦＯＡの平均値は２．２ｎｇ

／ｍｌ、範囲は０．２７から１３ｎｇ／ｍ

ｌであったと記述をされております。 

 血液検査に係る測定方法、詳細について

は把握をしておりませんけれども、先ほど

ご紹介のございました地域での数値と比

較でございますが、地域のほうが高くなっ

ているという認識でございます。 

 それから、コロナワクチン接種の日曜日

の状況でございます。昨年は集団接種とい

うことで、日曜日に会場を設けて接種をい

たしました。今年に入ってから接種率が少

し低く落ち着いているという事情もある

んですけれども、集団接種は実施をいたし

ておりません。医療機関で日曜日に接種枠

を設けて接種をされるといった医療機関

もございます。そういった医療機関を支援

するための補助金を今年度設けておりま

して、これは時期によって、毎週ではござ

いませんけれども、現状といたしましては、

２から３の医療機関が日曜日に接種をし

た実績がございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。 

 質問番号１番、社会福祉法人介護特例補

助事業です。 

 非常に利用が少ないのはとても疑問で

す。これは、入所施設でもデイサービスで

も社会福祉法人がやるとなればできる問

題で、今おっしゃっていただいたように、

年収が１５０万円以下、ひとり暮らしの場

合、貯蓄も３５０万円以下、持ち家ぐらい

しか財産はない方であれば大丈夫という

お話やと思います。だから、そういう要件

に合う方は結構おりまして、介護保険の唯

一の利用料減免制度です。利用料に困って

いて、利用したい方はいらっしゃるのでは

ないかと思います。年々件数も減っていて、

わずか摂津市全体で４件は、本当に少ない

と思っています。これは一体何が原因だと。

今、周知もいろいろ工夫をしてくれている

と伺っていますが、ふえない原因は何だと

思っているのか。 

 吹田市では、市のホームページでこの制

度のことも詳しく載せておりますし、軽減

実施事業所の一覧表もクリックすれば出

てきます。２９事業所が載っておりました。 

 摂津市には、この対象となる社会福祉法

人で、実施をされているところは幾つある

のかもあわせて教えてください。 

 質問番号２番、高齢者日常生活支援事業、

日常生活用具給付費です。電子レンジとか

を支給していますとのことです。今の話の

中にはないのですが、前から言っているこ

とで、補聴器をぜひ高齢者の皆さんに支給

する制度を摂津市で作っていただきたい。

今、７５歳以上の約半数が難聴に悩んでい

ると言われています。難聴の影響は、危険

の察知や家族、友人とのコミュニケーショ
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ンがうまく行かなくなって孤立をして、う

つ状態、認知症の発症リスクもあると言わ

れています。加齢性難聴に対する助成が必

要だと思いますが、補聴器購入への助成に

ついて、どう考えられるのか教えてくださ

い。 

 ３番目、高齢者日常生活支援事業の高齢

者民間賃貸住宅家賃助成費です。公営住宅

を含む平均と民間の家賃の賃貸に対して

の補助ですから、そこは違うと思います。

公営住宅を含めなかったら幾らなのかを

聞きたかったわけです。１万円ぐらいは違

うと言われています。今やったら、もうち

ょっと上がっているかもしれないと思い

ます。そうなると５万円を超えてきます。

やっぱり５万円だと、先ほどのお話にもあ

りましたけど、相談に来ても要件に合わな

い方がたくさんいらっしゃると思います。

別に支給額をふやせと言うてません。この

上限をもう少し上げる。このことについて、

先ほどは現状維持やと言ってはりました

けれども、それは公営住宅も含んだもので

すから、民間の中での平均を出していただ

いて、もう１万円上げることは無理なのか。

再度お聞きしたいと思います。 

 ４番目、ひとり暮らし高齢者等安全対策

事業の緊急通報装置です。重篤な疾病が、

緊急通報装置を利用するためには非常に

ネックになっていると思います。いろいろ

この制度を利用してもらうために工夫は

されていると思います。ひとり暮らしだけ

じゃないとか、いろんなことをしていただ

いていると思います。重篤な疾病とは、１

回倒れて救急車で運ばれて、命が助かって

帰ってきた人みたいな本当に重篤な方で

ないとなかなか難しく、ちょっとしんどい

とか血圧が高いだけでは対象者にしても

らえないのが、非常にネックだと思ってい

ます。でも、高齢者でひとり暮らしの方っ

て、本当に不安を抱えているんです。やっ

ぱり何かあったときにＳＯＳを出したい

という思いを持っている。それは非常に重

要なことだと思います。そこでＳＯＳが出

せて命が助かれば、本当にいいことやと思

います。この通報装置を支給できないかと

相談頂いた方がいました。いろいろ窓口に

も行かせてもらって、ご相談もしました。

その方は本当に不安に思っておられまし

た。実際に、装置を申請させていただく前

に本当に倒れてしまわれて、救急車で何回

か運ばれて、今は手術され入所をされてお

ります。そういう状況になる前に通報装置

をぜひ持っていただくことができたらと

思います。この重篤な疾病をもう少し要件

緩和できないかについてお答えください。 

 ５番、７８ページのひとり暮らし高齢者

等安全対策事業、ライフサポーターの問題

です。７５歳になったときには丁寧に回っ

ていただいて、登録も進めていただいて、

いろいろとライフサポーターから高齢者

の使える制度とかも教えていただいてあ

りがたいです。そのときはまだご夫婦とも

存命だったが、配偶者の一人が亡くなられ

て、その後一人になっちゃった場合に、な

かなか自分から登録制度を利用しようと

ならないことがありました。私も相談を受

けた方、男性の方でした。介護保険を使っ

たらどうですかとかいろいろ言いに行っ

ても、どうしようかと言って終わっちゃい

ます。でも、近所の人もすごく心配しては

るわけです。７５歳を過ぎて、ひとり暮ら

しになってしまわれる方のために、何かで

きないのかと思います。例えば、８０歳の

ときにもう１回訪問することは考えられ

ないのか。お聞かせください。 

 ６番目、介護予防・ふれあい事業、高齢
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者交流入浴委託料です。ふれあい入浴が令

和２年４月、５月は中止しましたが、それ

以降はできているとのことです。 

 ところが、高齢者施設は、コロナの影響

を考えはると思います。ご家族もなかなか

面会に行けないときに、よそからの受け入

れが非常に難しいのは、それはそのとおり

と思います。ワクチンの接種ということも

ありましたけれども、みんながワクチンを

打ったらというのがどのぐらいのことな

のかが良く分からないのです。家族の方も

出入りできるようになったときなのかと

思ったりします。それがいつなのか見通し

が立たないのが現状やと思っています。こ

の事業を引き続き実施していただけるよ

うに頑張っていただくこととしても、高齢

者施設でなかなか難しい状況が続いてい

る中、お風呂そのものがだめではないのだ

から、何かほかの形ができないかと思いま

す。そういうことを考えておられるかどう

か、お聞かせください。 

 質問番号７番、シルバー人材センターで

す。シルバー人材センターは、営利目的で

はありませんが、納税義務があるというこ

とです。働いている方は、皆さん週に３回

とかのお仕事だったりするわけですから、

１，０００万円を超えることにはならない

ので、皆さんは免税業者ということです。

今は消費税が上がったからしんどいとい

うことですけれども、政府は、来年１０月

にインボイス制度を実施しようとしてい

ます。全国のシルバー人材センターで年間

２００億円、また、１センター当たり約１，

５００万円、新たな消費税負担が発生する

と言われています。そこで働いている会員

に消費税の納税者になってもらう、会員に

払ってもらうことができなければ、その分

をシルバー人材センターが全部払わない

といけないことになるわけです。シルバー

人材センターが赤字になって、運営ができ

ないと全国から批判の声が大きく上がっ

ているんです。インボイス制度導入の影響

についてどう対応を考えているかお聞か

せください。 

 ８番目、新型コロナウイルス感染症対策

高齢者雇用確保支援事業です。 

高齢者の雇用確保のための事業です。シ

ルバー人材センターで働いている方は、そ

こを通じて受け取ることができて良かっ

たという喜びの声があるのは私も存じて

おります。 

 しかし、なかなか民間のほかのところで

働いておられる方は、事業所がこの制度を

申請することになるので、難しいというの

が実感でした。皆さんもそうかと思います

けれども、私も少しでも協力しようと思っ

て、内職のあっせん所をされているところ

で、高齢者の方がたくさん働いているので、

どうですかと声をかけに行ったんです。そ

こは給料払いではなく、出来高で払ってお

られます。こういうのは対象にならないの

で、残念ながら利用することができません

でした。ほかの形で働いている方、給料で

もらっている方でも、働く実態はなかなか

つかめないと思いますし、事業所に協力し

てもらってというのはなかなか難しかっ

たと思います。事業所を通してではなく、

直接的な支援が必要と思います。まだコロ

ナ禍は続いておりますし、物価高も重なっ

ています。さらに、７５歳以上は、この１

０月から医療費増の負担ものしかかって、

本当に大変だという声を耳にします。介護

保険料の減額が今一番確実に高齢者に届

くと思いますので、ぜひ知っていただきた

い。それは要望にしておきますので、よろ

しくお願いします。 
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 ９番、市立みきの路の運営事業です。 

大変な苦労をされながら、空調や給湯の

工事をしていただきました。無事に済んで

良かったと私も思っております。みきの路

の運営も、本当にこのコロナで大変になっ

ていると思います。職員体制はどうなって

いるのか教えてください。 

 １０番、共同生活援助事業です。 

その他の法人によって新しい開設があ

ったというお話でした。今、高齢者の方が

ふえていくのは当たり前で、障害者の親御

さんたちがご高齢になられて、うちの子こ

の後どうなるのかという不安な思いを抱

えておられるお話は良く耳にします。グル

ープホームで全てを受け入れることはな

かなか難しいと思います。グループホーム

の形、また入所施設の形、いろんな形で高

齢者の我が子の先行きの不安を少しでも

軽減できるような、障害者の方が住まいの

ことで困らない、将来を不安に思わない状

況をぜひまたつくっていっていただくた

めに努力していただきたい。施設、グルー

プホーム含めて頑張っていただきたいと

思います。要望にしておきます。 

 新型コロナウイルス感染症対策障害者

雇用確保支援事業です。これも先ほどの高

齢者のところと同じで、２７人の実績で、

やはり少ないと思います。なかなか事業所

を通しては難しいと思います。ぜひまた違

う形の直接支援が一番動きやすいと思い

ますので、考えていただきたい。まだコロ

ナも物価高も続いておりますので、要望と

しておきます。 

 １２番、新型コロナウイルス感染症生活

困窮者自立支援金支給事業です。 

大変な状況で申し込まれる支援金です

から、２回目、３回目も面談の上で、振込

日を伝えていただいているということで

す。これは改善をされてそうなったと思い

ます。それまでは、面談してから次に入る

まで１か月以上かかったのが実際にあり

ました。これは本当に一生懸命改善をして

いただいたと思うので、ぜひ自立支援を受

けに来られる方の立場に寄り添って頑張

っていただきたいと思います。 

 また、ここで働いている方も本当に大変

やと思います。職員の方に負担が行き過ぎ

ないように、人数が足らなければふやして

ほしいと思いますので、その辺の配慮もぜ

ひお願いします。要望としておきます。 

 １３番、生活保護事業です。母子家庭と

か若者の生活保護を受けている方が減少

傾向にあるということでした。先ほどの自

立支援金などで本当に助かっているのな

らいいんですけれども、そういう若い方、

母子家庭の方、なかなか生活保護を受けよ

うと決断がつかない方も多くいらっしゃ

ると思います。シングルマザーの方は働い

ておられますが、働いていても生活保護の

基準より低いなら、その差額分を受けるこ

とができることを知らない方もいらっし

ゃいます。私は働いているからだめでしょ

ってと言われて、いやいやそんなことない

ですよと話をして、びっくりされたりもし

ます。やはりしっかり周知をして、本当に

餓死事件とか痛ましいことが起こらない

ために、ぜひぜひ生活保護は権利であるこ

とを周知してほしいと思います。 

 ２０２１年２月にいのちのとりで裁判

大阪地裁判決が出ました。国の２０１３年

からの生活保護基準引き下げについて、判

決は、裁量権の逸脱、濫用であり違法と断

罪しました。２０１３年以前に基準を戻す

ようにと言い渡しています。 

 また、２０２２年５月には熊本地裁で、

それから６月には東京地裁、そして、先日
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１０月１９日には横浜地裁でも原告勝訴

の判決が出ております。生活保護は、憲法

で認められる生存権に基づくものであり、

バッシング等があって保護を受けること

をためらう人もいます。生活保護は、ただ

生きてさえいられればそれで良いという

最低限を保障されるのではなく、人として

尊重され、健康的で文化的な最低限度の保

障であります。 

 摂津市の生活保護のしおりにも、それま

では最低限度しか書いてなかったんです

けれど、健康で文化的なという言葉を書き

込んでいただきました。また、ホームペー

ジに、生活保護は、日本国憲法の理念に基

づく国民の生存権を保障する国の制度、生

活保護の申請は国民の権利と明記をして

いただきました。ためらわずにご相談くだ

さいと呼びかけるものにしていただいて、

本当にこれは良かったと思っております。 

 ただ、残念なことに、ネットで摂津市の

生活保護のしおりと検索しますと、しおり

が出てきますが、以前の健康で文化的なと

いう言葉が入っていないままのしおりに

なっていまして、ぜひこれについても変更

していただきたい。この際、しおりにもホ

ームページに書いていただいている生活

保護が日本国憲法の理念に基づく国民の

生存権を保障する国の制度、それから、生

活保護の申請は国民の権利と書き加えて

いただけないかと思いますが、いかがでし

ょうか。 

 １４番、災害見舞金です。別府での火事

もございました。やっぱりなかなかスムー

ズに各課との連携が行かなかったのが実

態でございました。その後いろいろ努力も

していただいて、連携していただくことが

できましたので、これからはぜひこれを一

つの経験として、良く連携ができる形にし

ていただきたい。また、一覧表のこんな制

度がありますよという紙を頂きました。こ

れもちょっと見にくいと思っていたんで

すけど、今のお話は内容の充実とか工夫も

していくとおっしゃっていただきました

ので、ぜひ期待したいと思います。要望と

しておきます。また出来上がったら私にも

１枚ください。 

 １５番、新型コロナウイルス感染症対策

検体採取補助事業です。大阪府のホームペ

ージとか、それから他市の病院です。別府

なので、摂津市よりもほかのところの病院

が近かったりするので、そういうところで

受けられると、６４歳以下はセルフ検査と

いうことも言われたりしているようです。

抗体検査キットを申し込んでもらっても、

やってみたらエラーになるということが

出てきて、でもどうしたらいいか分からな

く、いろいろと悩まれたお話も聞いていま

す。摂津市の場合は、年齢に関わらず、熱

が出たときはコロナの対応をしていただ

ける病院で見てもらったらいいというこ

とで今お聞きしましたので安心しました。

そのようにお伝えしたいと思います。これ

は要望としておきます。 

 １６番、救急医療体制整備事業です。コ

ロナ病床は４床で、一般の受け入れも混乱

しているのは聞いたことがないとおっし

ゃっていただいています。今、医療機関は

本当に逼迫していて大変な状況だと思い

ます。医療機関に対しての支援が非常に必

要な状態と思います。こういう救急のとこ

ろは本当に大変なお仕事を担っていただ

いていると思います。大阪府、国も病床削

減の計画を持ってどんどんと進めていく

ということでございます。民間も巻き込ん

でやっていくとか本当にそれでいいのか、

非常に私たちは怒りを持ってこの計画を
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見ています。市民の命を守る病院です。病

床削減されないように頑張っていただき

たいので、よろしくお願いします。要望に

します。 

 １７番、インフルエンザの予防接種です。

今年度は、高齢者の無料制度があると思い

ます。インフルエンザの予防接種という話

も聞いています。私たち別府地域は、先ほ

ども言いましたけれども、道路を隔てたら

もうすぐ大阪市内ですので、そっちに医療

機関が多いです。そこへ行ってはる方が多

くて、そうなると、吹田市などの病院だと

摂津市と同じように窓口で無料になるん

ですけれども、大阪市の病院に行くと一旦

お金を払わないといけない状況が出てき

ます。あとで摂津市役所へ来れば、それは

返してもらえるんですけれども、市役所に

行くためのバスの便もなかなか不便です。

ぜひこういうことにならないように、大阪

市がなかなか話を聞いてくれないのも問

題やと思いますが、ぜひそういう提携がで

きるように話を持っていってもらいたい

ので、よろしくお願いします。これも要望

にします。 

 ＰＦＯＡの問題です。平均値２．２ｎｇ

／ｍｌで、摂津市民の血液検査の結果は、

農作物を食べている方々で１９０．７ｎｇ

／ｍｌ、農作物を食べていない方でも１７．

１ｎｇ／ｍｌしかない。検査の中で非常に

高い値やということが分かります。この問

題について、環境省はこうやって調査して

いるわけですから、しっかり摂津市の中で

こういう調査をやっていただくように、ぜ

ひ国に言っていただきたい。そういう健康

影響調査が非常に重要だと思います。長く

体の中にＰＦＯＡが残ります。半減期で４

年と言われています。ＰＦＯＳは半減期が

もう少し長くて５年ぐらいと言われてい

るらしいです。ＰＦＯＡの９５％排出は分

からないのですが、ＰＦＯＳの９５％排出

は半減期が５年やから１０年かというと

そうじゃないんです。９５％排出までは４

０年かかるそうです。だからＰＦＯＡもか

なり何十年という年月の間、体の中に残っ

ていく物質です。半分になるよりも、もっ

ともっと長いことかかる。それはあくまで、

その後の取り込むことがなければの話で、

先ほど言いました農作物を食べている人

は、それでまた新しくばく露していくわけ

です。本当にこの問題については、時間が

たったらなくなる問題ではないとつくづ

く思っているところでございます。風評被

害ということが先日の民生常任委員会で

ありました。その中で、低出生体重児につ

いての議論もあったので、少しそのことに

ついても触れておきたいと思います。これ

は、水質基準等の改正方針について、今、

厚生労働省の基準も環境省の基準も１リ

ットル当たり５７ナノグラムとなってい

ます。平成１５年４月２８日、厚生科学審

議会の答申が出て、それに基づいて今言っ

たような数字が決まっています。何を基に

決めたかというと、この中に書いてありま

すが、様々な国でいろんなＰＦＯＡ、ＰＦ

ＯＳについて研究が進められていると。そ

ういう中で、アメリカの基準を土台にして

この数字を作ったと書いてあります。アメ

リカのＥＰＡ、つまり環境保護庁の出して

いるものが別紙として付けられています。

その別紙の中に書いてあることです。２０

１６年６月２９日の文書です。アメリカ合

衆国環境保護庁は７０ｐｐｂ、１リットル

当たり７０ナノグラムを設定しておりま

す。健康勧告の設定方法、ＥＰＡの健康勧

告は、人口集団における疫学研究による情

報に基づいている。妊娠期の胎児または母



- 44 - 

 

乳に与えられている乳児における発達影

響、がん、肝臓への影響、免疫系への影響、

甲状腺への影響及びその他の影響等の健

康に対する有害影響の原因となる可能性

を示している。ＥＰＡの健康勧告レベルは、

最も感受性の高い人口集団、妊娠期の胎児

または母乳を与えられている乳児を健康

上の有害影響から保護するマージンを提

供するよう計算された。健康勧告レベルは、

他の人よりも多くの水を飲み、母乳を通し

て当該化学物質を乳児に与える授乳婦の

飲料水摂取量に基づいて計算されている。

これがアメリカの環境保護庁の７０ナノ

グラムとなります。日本の人は、アメリカ

の人よりも体重が少ないので、より厳しい

そういう基準を作ったとここに書かれて

あります。５０ナノグラムになっておりま

す。もうこの時点で、既に低出生体重のこ

とは、この中にちゃんと書かれてあるわけ

です。日本の制度ができるその土台にある

アメリカの環境保護庁の調査で、これは動

物実験だけではなく、人間の集団における

疫学研究によるものも含まれてこう書か

れています。 

 各地でもこの低体重児を出産すること

については、たくさんの研究がなされてい

ます。いっぱい紹介したいのですけど、長

くなるのでやめておきます。高コレステロ

ール、妊娠高血圧症などは低体重児を出生

する可能性が高くなるんです。さらに、今

もっと進んでおりまして、日本医薬学会の

環境・衛生部会がホームページでアップし

ております。ＰＦＯＡの問題については、

もっと研究が進んでいるようです。生体内

における毒性発現基準の一つとしてペル

オキシソーム増殖剤活性化受容体アルフ

ァーがＰＰＡＲαというそうです。このＰ

ＦＯＡは、ＰＰＡＲαに結合して脂質代謝

酵素に関連する遺伝子の発現を強く更新

させます。ＰＦＯＡを投与してラットの肝

臓においてこれは実験したようです。生体

内における脂質の恒常性は、脂質の合成・

分解・貯蔵及び輸送のバランスによって維

持されます。ＰＦＯＡによるＰＰＡＲαを

介した脂質代謝酵素の変動は、ＰＦＯＡに

よって正常な脂質代謝の攪乱を引き起こ

し、脂肪酸が担っている遺伝子発現調節機

能の異常を惹起することで生体内の恒常

性の破綻につながると考えられる。こうい

うことで、遺伝子の攪乱というのをやるの

がＰＦＯＡだとここには書いてあります。

そういう様々な新たな研究なども踏まえ

て、日本が最初に５０ナノグラムにした、

その基になったアメリカの環境保護庁が、

今年度、新たにガイドラインを作って期限

を変えました。これについて説明してくだ

さい。 

 最後、新型コロナウイルスワクチン接種

事業です。 

休日も数は少なくなったけど医療機関

でやっていますということでした。働く皆

さんにとっては、休日のワクチン対応がな

ければ摂取するのが難しい状況もありま

す。医療機関の皆さんは大変ですけれども、

ぜひ休日のワクチン接種も広げていただ

きたいので、要望としておきます。 

 以上です。 

○香川良平委員長 それでは、答弁を求め

ます。 

 真鍋課長。 

○真鍋高齢介護課長 １番目でございま

す。社会福祉法人介護特例補助事業でござ

います。件数が少なくなっているというこ

とでございます。原因については、市とし

て、周知を行っているということではござ

いますが、私が感じておりますのは、利用
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できる方にしっかり伝わっているのか、届

いているのかということを考えておりま

す。必要な方にはしっかりと利用していた

だくことが大事だと思っておりますので、

周知の強化が必要だと考えております。今、

委員から吹田市の事例がございましたけ

ども、大阪府内のほかの市町村でどのよう

な工夫をしているか、そこをしっかり確認

していきたいと考えております。必要な方

にはしっかりと利用していただく取り組

みをしていきたいと思っています。 

 あと、社会福祉法人でございます。市内

五つあるんですけども、全ての社会福祉法

人が利用できる制度になっておりますの

で、社会福祉法人ともしっかりと連携して

まいりたいということで考えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 細井参事。 

○細井高齢介護課参事 それでは、２回目

のご質問にお答えします。 

 ２番目の日常生活用具の件でございま

す。加齢性難聴者への補聴器の導入につき

まして、令和２年度国の研究機関の研究方

法において適切に補聴器を導入すること

で、認知症の発生を軽減する可能性がある

との報告がされているものの、難聴と因果

関係については判明しておらず、国におい

て、引き続き、補聴器による認知機能の低

下と予防効果を検証するための研究が行

われている状況にございます。結果につき

ましては、令和４年度中に取りまとめ公表

される予定と聞いておりますので、こちら

の動向を注視しつつ、令和３年度より行っ

ております助成制度創設について、国への

要望を続けてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、３番目の賃貸住宅家賃助成費につ

いてでございます。５万円の設定につきま

しては、委員のご意見のとおり、公営住宅

の家賃も含んでおります。繰り返しの答弁

になりますが、高齢者が安心して住み続け

る上で、生活基盤となる住まいの確保策、

そして支援は重要であり、我々としても今

後も続けていきたいと考えております。こ

のような点も踏まえまして、高齢者施策全

体を考えていく上で、様々なニーズ、社会

状況の変化等をとらえながら考えてまい

りたいと思っております。 

 続きまして、４番目の緊急通報装置でご

ざいます。緊急通報装置につきましては、

高齢者の場合、病気にかかっても余り自覚

症状が出ないことも多く、病気の症状が見

逃されやすく、元気な方であっても、ある

日急に体調を崩される可能性があること

は認識しております。このようなことから

も、昨日申し上げました介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査において、突然の体調不

良時の緊急対応サービスのニーズが高い

ものと考えております。昨日は、モバイル

型の導入についてでございましたが、この

点も含めて見守りの観点から、全体の中で

有効となる取り組みについて考えてまい

りたいと思っております。 

 続きまして、５番目、ライフサポーター

でございます。ライフサポーターにつきま

しては、訪問をきっかけとする日常生活の

困りごと相談等の中で、必要となる介護保

険サービス等につなげることができてい

る大変効果がある事業であると考えてお

ります。こういった中で、８０歳以上との

お話でございましたが、支援を必要とする

方を早期に発見して必要となる支援につ

なげる。これが重要と考えておりますので、

ライフサポーターの現在の体制等も踏ま

えながら、効果的な取り組みについて検討

してまいりたいと考えております。 
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 次に、６番目、入浴についてでございま

す。高齢者にとって自宅での入浴時におけ

るヒートショックや転倒については注意

が必要であり、特にひとり暮らし高齢者に

とって交流入浴に関しましては、安全・安

心、また、交流を通じた介護予防の観点か

らも、一定のニーズはあると考えておりま

す。そのためにも、安威川以南地域で特別

養護老人ホームといった既存の地域資源

を活用した形で事業を創設させていただ

きました。今後も、こういった状況ではご

ざいますが、既存の地域資源といったとこ

ろも探りながら、有効となる取り組みを考

えてまいりたいと思っております。 

 最後、７番目、シルバー人材センター、

インボイス制度につきましては、この制度

が導入されますと、免税事業者であるシル

バー人材センターの会員は適格請求書を

発行することができず、シルバー人材セン

ターは仕入税控除ができなくなり、新たに

預かり消費税を納税しなければならない

状況になることは認識しております。この

ような状況を踏まえまして、現在、シルバ

ー人材センターとは、会員の配分金になる

んですが、手取り額に影響を与えることな

く、安定的な事業運営を可能とする必要が

ございますので、具体的な策はまだできて

おりませんが、こちらについては検討を重

ねているところでございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 飯野課長。 

○飯野障害福祉課長 質問番号９、みきの

路の職員体制ということでございますが、

以前と大きくは変わらない体制で組織を

運営しております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 木下部参事。 

○木下保健福祉部参事 質問番号１３番、

生活保護事業についてのご質問にお答え

いたします。 

 経済的な課題を抱えておられる方が、相

談前からあきらめるようなことがあって

はならないのは、当課としても認識してい

るところでございます。その中で、生活保

護のしおりにつきましては、相談者の方や

受給者の方が制度の概要を知っていただ

くために担当課で作成をしているもので

ございます。制度を分かりやすく伝えるこ

とができるように、他市の事例も含めて収

集しながら研究をしているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 浅尾課長。 

○浅尾保健福祉課長 それでは、１８番目

のご質問に答弁させていただきます。 

 ご質問にございましたアメリカ環境保

護庁（ＥＰＡ）によるガイドラインの見直

しにつきまして、そういったことをされて

いる事実については認識をいたしており

ます。 

 内容といたしましては、人体に及ぼす悪

影響の可能性を踏まえて、基準を全体的に

強化されていると伺っているところでご

ざいます。現在、様々な研究がございまし

て、ＰＦＯＡに対する問題が世界的なもの

になっていることは理解をいたしており

ます。 

 本市といたしましては、国による統一的

な見解基準、こういったものが求められる

と考えております。これまでも行っており

ますけれども、引き続き、健康影響への解

明、指針等の整備について、今後も国への

要望を行ってまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 増永委員。 
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○増永和起委員 質問番号１番です。ぜひ

他市の状況などもいろいろ調べていただ

いたり、社会福祉法人やケアマネジャーに

も働きかけていただいて、せっかくの制度

ですので、活用を大いに進めてもらいたい

ということで、要望にします。 

 ２番目です。難聴の影響の問題、今、国

が調査をまとめる話をしているというこ

とです。加齢性難聴の取り組みは、全国で

どんどんと進んでいます。兵庫県は２０２

２年度予算でモデル事業を開始していま

す。モニタリングもやっております。国や

府へぜひ働きかけていただいて、また同時

に、市独自でもこの制度をやっていくよう

に要望します。 

 高齢者民間賃貸住宅家賃助成費です。や

はり住まいのことは非常に重要だし、実際

にニーズも高いと思いますので、ぜひこれ

も前向きに検討していただきたいので、よ

ろしくお願いします。 

 緊急通報装置です。ひとり暮らし高齢者

の安否確認のサービスは幾つかあると思

います。愛の一声訪問、配食サービス、ご

みのふれあい収集などあります。あくまで

それは安否確認で、やはり緊急時のＳＯＳ

は、本当になかなかない制度ですので、ぜ

ひ皆さんに活用していただけるように、要

件緩和をよろしくお願いします。 

 ライフサポーターについてです。ライフ

サポーターの人数もありますから、一挙に

は難しいかもしれません。先ほども出てい

たと思いますが、高齢者がたくさんふえて

いますので、ライフサポーターもふやして

いただきながら、ぜひきめ細かい対応がで

きるようにお願いします。要望にします。 

 お風呂の問題です。南野委員もおっしゃ

っていましたけれども、民生常任委員会で

富田林市立コミュニティセンターを見に

行ったんです。入浴施設がありまして、高

齢者だけではないとのことでしたけれど

も、高齢者の方もたくさんいらして、男性

の利用は女性よりも多いというお話を聞

きました。男性のひとり暮らしの方を誘い

出しても、おうちに引きこもって出てこな

いこともあるけど、お風呂だと自然と本人

の意思で出てきてもらえることがあるの

ではないかと思います。お風呂に入ったつ

いでに囲碁や将棋とか、喫茶室があったり

とかして、非常にいい施設を見せていただ

きました。摂津市も何かそういうことがで

きたらいいと非常に思いました。また、い

ろんな工夫をしていただきたいので、要望

しておきます。 

 シルバー人材センター、インボイス制度

です。まずは、インボイスの実施の延期・

中止を摂津市としてもぜひ求めてもらい

たいと思います。シルバー人材センターだ

けの問題ではありません。多くの方はこの

影響を受けると思います。障害者の施設で

も、こういう影響を受けるところがあると

言われております。本当に少ない年金だけ

では暮らしていけなくて、シルバー人材セ

ンターの仕事で生活の糧を得ている方も

いらっしゃいます。これに対して、消費税

を払わないといけないとなったら、本当に

大変やと思います。まず会員にしわ寄せが

行かないように、シルバー人材センターが

それで運営ができなくなると本当に困る

ことですので、少しでも寄り添った対応を

していただきたい。もう１回言いますけど、

インボイス制度の延期・中止をぜひ求めて

いただきたいということで、要望とします。 

 ９番、みきの路です。職員の体制、以前

と同じでしたが、先ほどもありましたよう

に、コロナ禍で大変な苦労をされていると

思います。やはり職員の補充、もっとふや
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すことも考えていかなくてはいけないと

思います。ぜひ職員の皆さんが自分自身も

健やかに仕事ができるようにお願いした

いので、これも要望とします。 

 生活保護の問題です。しおりのこともぜ

ひ考えていただきたい。そして、生活保護

での寄り添った支援についても要望して

おきます。先ほどケースワーカー９８世帯

を一人でもっているということで、これに

ついては８０が基準だと思います。１００

に近い数になっていますので、ぜひ増員も

していただいて、女性のケースワーカーも

入れていただいて、できれば複数人をお願

いしたい。また来年に向けてよろしくお願

いします。要望としておきます。 

 ＰＦＯＡです。ガイドラインについて、

答弁いただきました。アメリカの環境保護

庁は、非常に厳しい値を出しております。

今までは先ほどご紹介したように、水１リ

ットルの含有量、ＰＦＯＡ、ＰＦＯＳ合計

で７０ナノグラムを基準としていたんで

すけれども、ＰＦＯＳで０．０２ナノグラ

ム、ＰＦＯＡは０．００４ナノグラム、何

千分の一という非常に厳しい内容だと。こ

れについては、ゼロに近い量でも健康に悪

影響を及ぼす可能性があるということで

ＥＰＡは言っています。やはり健康ガイド

ラインでは、ＰＦＯＳが発がん性、ＰＦＯ

Ａ、ＰＦＯＳ以外にもほかにもあります。

全体合わせてＰＦＡＳと言いますけど、Ｐ

ＦＡＳが発がん性や免疫力の低下など、人

体に及ぼす悪影響の可能性を踏まえ、基準

を全般的に大幅に強化していることでこ

うなっております。まだ出ていませんけれ

ども、これはガイドラインだけですが、こ

れに対して拘束力を持たせることも考え

られているわけでございます。 

 また、アメリカだけではなくて、ＥＵで

も非常に厳しい課題が提供されていると

いうことです。先ほど紹介し忘れましたが、

ＥＵの環境保護庁の健康リスクに関する

見解にも低出生体重児に重大なリスクが

あることが書かれています。 

 とはいえ、摂津市の中でがんが広がって

いるとか低出生体重児がいっぱいだとい

うことを私たちは言っておりません。がん

の方もいらっしゃるだろうし、小さく生ま

れた赤ちゃんもいると思います。それがＰ

ＦＯＡの影響かどうかは何も研究をして

ないから、因果関係を調べることになりま

すと、やはり疫学調査、アメリカでもＥＵ

でもやっている科学的な調査、こういうも

のがあってこそ初めて関連があることが

明らかにできると思います。風評被害につ

いてどうするかは、やはり事実をしっかり

とつかんで、それを公表することが大事や

と思います。きちんと市として、この疫学

調査をちゃんとやって、健康への影響はど

んなものがあるのかを、やっぱり国に求め

ていただきたいと非常に思っております。

大阪府が摂津市の低出生体重児が多くな

いとか、がんの罹患率が高くないとか、そ

んなことを本当に何の根拠なのと聞きた

いぐらい軽く言っています。摂津市全体の

数字を基にいろんな数字を掛け合わせて

言っているわけですけれども、摂津市全体

じゃないんです。ＰＦＯＡの影響はっきり

ここまでというのは分かりませんけれど

も、ダイキン工業の近くです。そういうこ

とで何か調べたのかと言ったら、何も調べ

てないわけです。ダイキンは健康被害があ

りませんと言っていますけれども、それだ

って何も調べてないから分からないです。

森西委員が一般質問で農作物を食べてい

いかどうかと聞かれていましたけれども、

私は答えられないが、市長はどうかと聞か
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れたときに、市長も答えられないと言われ

たわけです。それが今の摂津市の現実なわ

けで、これに対してちゃんと答えが出せる

ことを私たちは求めていかないといけな

いと思います。農作物に関しては、農林水

産省が調査をするということで、一応腰を

上げました。風評被害で自分のところの農

作物がということを市に言われている方

には、ぜひ市から農林水産省に調査をして

もらうようにおっしゃってもらったらい

いかと私は思っています。本当に事実をき

ちんと科学的に解明することで、ぜひ摂津

市としても、血液検査、健康影響調査、そ

れから疫学調査を求めていただきたいと

思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○香川良平委員長 暫時休憩いたします。 

（午後２時５５分 休憩） 

（午後３時２８分 再開） 

○香川良平委員長 それでは、休憩前に引

き続き、再開をいたします。 

 松本副委員長。 

○松本暁彦委員 それでは、質問をさせて

いただきます。 

 各委員の質疑もございましたので、でき

る限りそこは省略して行います。 

 基本的には決算概要から質問をさせて

いただきます。 

 １点目、決算概要７８ページ、高齢介護

課の敬老事業の敬老金についてです。この

事業内容と実績、支給方法についてお聞か

せください。あわせて、法制度について北

摂他市の状況についてもお聞かせくださ

い。 

 ２点目、決算概要８４ページ、障害者虐

待防止事業です。 

この事業の執行額がゼロとなっており

ます。この事業内容についてどのようなも

のかお聞かせください。 

 ３点目、生活支援課、決算概要９４ペー

ジの一般事務事業です。 

 先ほど、各委員からも質疑がありました。

今、一人当たり９８世帯を担当していると

いうところで、生活支援課については適正

な業務が特に求められると考えておりま

す。その中で、ケースワーカーとしての資

質向上の取り組みなど組織としてどのよ

うに取り組んでいるのか、お聞かせくださ

い。 

 決算概要９６ページ、保健福祉課、健都

推進事業です。 

 産官学連携プラットフォームの令和３

年度の取り組みについてです。これまでの

質疑で健都ヘルスサポーターなどの状況

については理解をいたしました。健都ヘル

スサポーターは、健都の発展に必要不可欠

な要素であると考えます。一般市民への普

及にも役立つと考えます。引き続き推進し

ていただきますよう要望いたします。 

 さて、産官学連携プラットフォームに関

しては、そのほかにエリアマネジメント組

織についても検討されているとお聞きし

ております。 

 私、これまでの議会で健都の発展には、

エリアマネジメント組織が必要であると

提言をしております。産官学民の連携がこ

の健都で実現することによって、健都の価

値が著しく向上すると考えております。こ

れは昨年の１２月議会の一般質問でも取

り上げております。令和３年度のその取り

組み状況についてお聞かせください。 

 ５番目、決算概要９８ページ、新型コロ

ナウイルスワクチン接種事業です。 

 これについても多々各委員から質疑が

ございました。その中で、予防接種健康被

害調査委員会委員報酬について、委員会の
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システムがどのようなものかお聞かせく

ださい。 

 最後、６番目、決算概要９８ページ、ま

ちごとフィットネスヘルシータウン事業、

健幸マイレージについてです。 

 これについても、多々各委員から質疑が

ございました。こちらも会派としても市民

に好評であり、充実されるよう要望してき

たものであります。令和３年度の取り組み

も高く評価をしております。 

 ただ、３，０００人という制限があるそ

うで、限られた数を本当に必要な方に適切

に提供できるよう担当課として工夫、また、

適切な運用をしていただきたい。これにつ

いては、要望といたします。 

 以上です。 

○香川良平委員長 答弁を求めます。 

 細井参事。 

○細井高齢介護課参事 それでは、１回目

のご質問にお答えします。 

 敬老金は、本市に引き続き８か月以上お

住まいの７７歳、８８歳、９９歳、１００

歳以上の方を対象としており、支給額につ

きましては、７７歳８，０００円、８８歳

は１万５，０００円、９９歳は３万円、１

００歳以上は５万円で、支給方法は、新型

コロナウイルス感染症対策として令和２

年度より口座振込で行っております。 

 なお、令和３年度は７７歳１，０４１名、

８８歳３１３名、９９歳２８名、１００歳

以上２８名の合計１，４１０名に支給して

おります。 

 次に、他市の状況でございます。北摂７

市におきましては、豊中市、高槻市、吹田

市の３市が全廃しており、茨木市は１００

歳及び男女最高齢の方に１０万円、箕面市

は８８歳及び９９歳以上の方に７，０００

円、池田市は８８歳２万円、１００歳５万

円、１０１歳以上の方に１万円という状況

となっております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 飯野課長。 

○飯野障害福祉課長 ２番目のご質問に

お答えいたします。 

 障害者虐待防止事業に係る予算につき

ましては、市長が成年後見制度を申し立て

する際の手数料と生活保護を受給する障

害者が成年後見制度を利用する際に、後見

人報酬を市が負担する成年後見制度利用

助成費を計上しております。令和３年度に

おきましては、制度の対象者がおらず執行

がなかったものでございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 木下部参事。 

○木下保健福祉部参事 ３番目のご質問、

生活支援課における主に生活保護業務の

資質向上、組織的な取り組みのご質問にお

答えいたします。 

 福祉業務につきましては、マンパワーが

最も重要であると認識しております。この

ため、日頃から職員の資質向上を図ってい

るところでございます。 

 新たに配属された職員には経験年数の

長い職員を指導担当に指名し、生活保護制

度や電算システムの使い方、受給者への対

応方法など実務面を伝えておりますし、ケ

ースワーカー全体に対しましては、役職者

がスーパーバイザーとして目を配りまし

て、制度の仕組みや他課・他機関との連携

方法、受給者への支援方法などについて指

導、相談に応じております。 

 さらに、庁内、それから関係各課の開催

する研修会や厚生労働省主催の生活保護

全国研修など様々な機会をとらえて積極

的に参加し、能力向上に努めているところ

でございます。 
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 一方、対象者の方は様々な課題を抱えて

おられ、専門的な知識が不可欠なことから、

専門職の会計年度任用職員を何名か雇用

しております。ケアマネジャーの資格所持

者や医療レセプトの担当者、就労支援の職

員などに加えて、令和４年度からは看護師

の有資格者も任用してまいりました。 

 課題に対応するとともに、ケースワーカ

ーも知識を吸収できるよう組織的に取り

組んでいるところでございます。 

 いずれにいたしましても、一人で抱え込

まず組織的な対応となるように、課の中で

のホウレンソウ、協力体制の構築に努めて

まいっているところでございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 浅尾課長。 

○浅尾保健福祉課長 それでは、４番目の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 エリアマネジメントのお問いでござい

ました。健都では現在、会議体といたしま

して北大阪健康医療都市連絡調整会議が

ございまして、国立循環器病研究センター、

それから、医薬基盤・健康・栄養研究所、

また、吹田市など健都の地権者間でそれぞ

れの取り組みについて報告、共有を行って

いるところでございます。健都への企業参

入が進むとともに、地権者が今後ますます

ふえていくものと考えているところでご

ざいます。 

 議題といたしまして、今年度には次年度

から予定をされております摂津市、吹田市

の両市で取り組む市民サポーター制度と

大阪府が取り組む産学連携コーディネー

ト機能、それから、国立循環器病研究セン

ターが取り組む新たな技術や価値を産学

と共に創る共創機能、これらを一体的に運

用するために、関係者間で統合のための協

議を行っていることについてもこの会議

体で報告し、共有を行っているところでご

ざいます。 

 それから、５番目のご質問に答弁をさせ

ていただきます。 

 予防接種健康被害調査委員会につきま

しては、予防接種等副反応によります健康

被害の因果関係が認定された方に、医療費

等の給付を行う、救済する予防接種救済制

度に関する調査を行う場所でございます。

市民からの申請があった場合に市の健康

被害調査委員会で医師や学識経験者など

による審議を経て、国の疾病・障害認定審

査会での審査を行い、認定の可否の審査結

果、これを出すことになります。これを踏

まえて、市で支給、不支給の決定を行って

いるものでございます。 

 令和３年度の実績といたしましては、１

件の審査がござまして、３名の委員の方へ

の報酬を予算執行したものでございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 松本副委員長。 

○松本暁彦委員 それでは、２回目、質問

並びに要望をさせていただきます。 

 まず、１点目の敬老事業の敬老金につい

てです。７７歳、８８歳、そして９９歳、

１００歳以上に分けて支給をしている状

況については理解いたしました。 

 他市の状況についても、いろいろと精査

されていることについても理解をいたし

ました。 

 また、この取り組み、説明がございまし

たように、新型コロナウイルス感染症の影

響で令和２年度より口座振込で行ってい

るとお聞きをしております。これまで、高

齢者の見守りの意味を込めて民生児童委

員の戸別訪問による手渡しであったと思

いますが、現役世代の減少する中、地域の

担い手不足も大きな課題と考えておりま
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す。 

 その上で、団塊世代が後期高齢者となる

２０２５年が目前に迫る中、対象者がます

ますふえていくと予想され、敬老金の支給

額も当然ながら今後ますますふえていく

ことが予想されます。 

 今、人生１００年時代と言われる中で、

改めて高齢者福祉サービス全体を見て、真

に必要なものは何か、何を充実させるべき

か考えていく必要はあろうかと思います。 

 会派として、これまで緊急通報装置の拡

充等の高齢者の見守り強化について要望

を重ねております。見守りを必要とする高

齢者、今後ますますふえていくことを踏ま

え、場合によっては敬老の際にはお金では

なくて、緊急通報装置等を配布することは、

ニーズにかなうものと考えられます。 

 当然ながら、予算との兼ね合い、年齢と

の兼ね合いの判断もあります。いま一度、

高齢者が安心して暮らせるまちづくりは

どうあるべきか、担当部署をはじめ、庁内

一丸となって検討し、取り組んでいただく

よう要望とさせていただきます。 

 ２番目、障害者虐待防止事業については、

成年後見制度の執行額がゼロということ

で理解をいたしました。 

 この事業名にあるとおり、障害者虐待防

止を目的とした事業と考えますけども、障

害者虐待防止に関する取り組みはどのよ

うなものか、お聞かせください。 

 ３番目、生活支援課です。 

状況についてはしっかりとやっていく

と理解をいたしました。こちらについても

会派として体制強化は必要と常々要望し

ています。 

 というのも、先ほど課長のおっしゃられ

たように、大変苦労される場合が多々ある

とお聞きをしております。そのような中、

課内のモチベーションの維持、そしてチー

ムとしての連携、また、専門職の活用など、

それが課としてのチームワーク、そして、

適正な業務執行に非常に重要と考えてお

ります。なかなかこの課は文化スポーツ課

などとは異なって、少し言葉が悪いですけ

ど、なかなか日の目を見ないというところ

もあるかもしれません。先ほどもありまし

た非常に重要な職務ですので、応援してま

いります。しっかりと引き続き課長がリー

ダーシップを発揮し、頑張っていただきた

いということで、要望とさせていただきま

す。 

 ４点目、健都推進事業のエリアマネジメ

ントの話です。 

 今の答弁を聞くと、これから統合協議を

ということで理解いたしました。エリアマ

ネジメント組織の取り組みは着実に進め

られているものと理解いたします。 

 ここで、重要なのはエリアマネジメント

組織が健都の発展にしっかりと取り組め

る体制になっているか、そして、摂津市が

どういう位置づけになるかという２点で

あります。しっかりと活躍できるエリアマ

ネジメント組織には特にシティプロモー

ションとクラスター推進機能が必要です。

そこに戦略策定、そしてその推進機能もな

おあればよいと思います。 

 健都が単純に健都内だけで収まるのか、

吹田市、そして本市の地域にまで影響を及

ぼすことができるのかは、エリアマネジメ

ント組織で本市の声をどこまで反映でき

るかによると考えております。 

 当然、担当部署として、このことは十分

に認識されていると思います。改めて本市

の声が反映できるエリアマネジメント組

織の構築にしっかりと寄与して、本市全体

に健都の成果が反映できるよう取り組ん
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でいただきたい。そのためには市の積極的

アプローチも必要と考えます。ぜひともエ

リアマネジメント組織のよりよい構築に

できるだけ協力して取り組んでいただき

たいと思います。 

 今、千里丘小学校において小学校と国立

循環器病研究センター、そして日本ストリ

ートダンススタジオ協会とが連携した足

はやチャレンジのプロジェクトが行われ

ております。これは、テレビでも取り上げ

られ、保護者の方々にも高く評価をされて

いるとお聞きをしており、まさに健都の成

果の一つといえます。教育委員会所管です

けども、保健福祉課の観点としても、子ど

もたちの健康意識の向上、そして、子ども

を通じての親世代の健康意識向上は望ま

しいと思います。ぜひ、保健福祉課として

も後押しをされるよう、また国立健康・栄

養研究所も今年度末には運営を開始され

る中で、こういったコラボする取り組みは

ふえてくると思います。健都をひっぱる部

署として、よりよい形でリーダーシップを

発揮されるよう、要望とさせていただきま

す。 

 最後です。予防接種健康被害調査委員会

の取り組みについては理解いたしました。

国の健康被害救済制度への進達等にしっ

かりと関わっていると理解いたしました。 

 この新型コロナウイルスワクチンに関

しては、接種が開始され１年半以上がたと

うとしております。市内の医療機関の協力

が得られ、また保健センター等での集団接

種の取り組みなど保健福祉課が懸命に接

種体制を整え、市民ニーズに対応されたこ

とは高く評価をいたします。 

 新型コロナウイルスワクチン接種の市

民の不安は解消されつつありますが、同時

に「周りで副反応のひどい人が出てきたか

らちょっと心配で、今回からは打ち止めか

な」とか、「長期的な安全性が確認されて

いないから子どもに打たせるのはちょっ

と」という市民のお声も聞くようになりま

した。 

 改めてコロナワクチンの長期的な安全

性の検証はなされているのか、市の認識に

ついてお聞かせください。 

 以上です。 

○香川良平委員長 答弁を求めます。 

 飯野課長。 

○飯野障害福祉課長 ２回目のご質問、障

害者虐待防止に関する取り組みでござい

ます。 

 障害者虐待防止法が平成２４年１０月

に施行され、ちょうど１０年が経過いたし

ましたが、いまだに障害者の虐待に関する

ニュースは後を絶ちません。本市におきま

しても、毎年数件の虐待認定をしており、

さらなる啓発が必要な状況でございます。 

 そのような中で、令和３年度は１１月に

庁内の関係各課と合同でパネル展を、本館

の１階になりますけれども開催いたしま

した。 

 そのほか、１２月の障害者週間に合わせ

て広報せっつに啓発記事を掲載いたしま

した。 

 ２月には、新型コロナウイルス感染症の

影響で書面開催にはなりましたが、庁内外

の関係機関で構成する障害者虐待防止ネ

ットワーク会議を開催しております。 

 また、これは今年度の話になるんですけ

れども、３年ぶりに障害福祉サービス事業

所の職員向けに虐待防止研修を実施して

おります。 

 障害者虐待防止法におきましても、研修

や啓発活動につきましては市の責務とさ

れております。今後もパネル展や研修等を
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通じまして障害者虐待防止に向けて取り

組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 浅尾課長。 

○浅尾保健福祉課長 それでは、５番目の

質問の２回目に答弁をさせていただきま

す。 

 新型コロナワクチンにつきましては、国

におきまして科学的知見だけではなく、動

物実験とか、臨床試験の結果に基づき有効

性と安全性に関して厳格に評価を行い、薬

事承認が行われていることを認識いたし

ております。 

 また、効果の持続性等を確認するため、

現在も臨床試験の一部を継続し、より長期

に有効性と安全性が認められるかについ

て、引き続き情報収集が行われているとい

うところでございます。 

 国におきましては、今回の新型コロナ感

染拡大、感染した場合の健康被害のリスク

等についても総合的に勘案をされ、ワクチ

ン接種が推進されていると認識しており

ます。市といたしましては、市民の方が接

種について検討される際に、正確な情報に

基づき判断が頂けるようホームページや

接種券の同封の案内などにより情報を正

確に発信してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 松本副委員長。 

○松本暁彦委員 それでは、３回目となり

ます。 

 まず、障害者虐待防止の取り組みについ

ては、パネル展等々一定理解をいたしまし

た。この虐待防止は非常に大切な取り組み

です。当然障害者、子どもたちとか、女性

含めて、虐待防止は人権に関わる非常に大

きな問題であります。その防止の取り組み

は、障害福祉課としてもしっかりと力を入

れて取り組んでいただきたい。引き続き啓

発に努めていただくよう要望とさせてい

ただきます。 

 最後です。長期的な安全性の検証につい

て、市の認識は一定理解いたしました。 

 動物実験、臨床試験、そしてまた現在も

情報収集中で、実際に長期的な安全性を確

立されているとか、検証された文言は、私

も厚生労働省を調べても一切文言がない

と認識しております。当然、考えられてい

るというのはありますけど、それは検証さ

れたとは異なるもので、推測であって外れ

る場合も当然ございます。 

 具体的には、ＡＤＥ、つまり抗体依存性

感染増強というワクチン接種ウイルスへ

の感染でできた抗体により、逆に感染しや

すくなったり、症状が悪化したりする現象

があります。厚生労働省はワクチン接種へ

のＡＤＥを否定しております。ただ、今年

９月の最新の研究の中で、ワクチン接種後

の血清にある程度のＡＤＥ活性があるこ

とが示唆されている。また、ワクチン接種

後に死亡された４人の方を調査した結果、

サイトカインストーム、ウイルスを攻撃す

る免疫調節機能が過剰反応、暴走し、患者

の体を攻撃する現象が起きたのではない

かと今年９月に発表をされております。 

 そういった中で、保護者の懸念を完全に

払拭できる材料がないというところが正

直な実態と考えております。 

 ９月４日、厚生労働省の予防接種法に基

づく医療機関からの副反応疑い報告状況

では、２０２０年８月７日までで全種類の

コロナワクチン合計で死亡が１，３９２件、

重篤７，７２０件。製造販売業者からの報

告では、死亡が１，７３８件となっており

ます。 
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 これら疑いであっても正式に因果関係

を認められていないのだから、ワクチンは

安全だという意見もございます。ただ、認

められてないからといってこれらの数字

を決して軽視してよいものではないと考

えます。個人判断でなく、医療機関等から

の報告ですから、軽視するには多過ぎると

考えております。 

 この点、実際に遺族会が立ち上がりまし

た。紹介します、ＣＢＣテレビの地方局記

事を抜粋しますと、ワクチン接種後に亡く

なった人の遺族１２人が１０月２０日、遺

族会を結成し、東京都で会見を開きました。

今後国を相手取った集団訴訟を予定して

おります。ワクチン接種後の死亡事例は国

への報告分で１，８６８人分に上りますが、

救済認定されたのは４人です。遺族会には

他にも１１８人が参加予定で、今後国に対

し死亡とワクチンとの因果関係の認定を

求め、集団訴訟を起こす方針です。 

 ２０１３年、皆さん、記憶にあるように

子宮頸がんワクチンの副反応時にはマス

コミが大きく取り上げ、社会が動き、厚生

労働省は定期接種から開始２か月後にワ

クチン接種を中止しております。ワクチン

予防接種は、医療行為であって、それによ

って健康被害が出ることは極めて大きな

問題ととらえているからだと思います。今

回はそれをはるかに上回る事態が生じる

と思います。 

 それにも関わらず、ワクチン接種そのも

のは推奨され続け、例えば、全国旅行支援

は、３回接種済み証、または陰性証明の要

件を設けています。テレビでは何とその制

度を使いたいからと陰性証明が面倒で接

種する方々が報道されています。医学的見

地ではない接種判断を誘導していると思

われても仕方ないことすら起きているの

が現状です。 

 この現状は、幾らコロナ禍といえども前

例と比較してあまりにも奇妙です。そして、

ネガティブ情報を出さな過ぎで違和感を

覚えています。改めて、市民がメリット、

デメリットを正確に認識した上で適切に

接種判断ができるようより多くの情報提

供を行うように要望いたします。 

 また、市もこれから進めようとしている

乳幼児への接種の件です。このタイミング、

遺族会が立ち上がっているときに子ども

たちのために少し様子を見ようという声

が広がっていないことに疑問が生じてお

ります。 

 同様の懸念を持っている声は当然あり

まして、例えば乳幼児に関して接種券を一

律発送せず、申請方式で希望者への接種券

発送を行っている市町村があります。調べ

たところ大体３８市町村、またそれ以外に

もあると思います。政令指定都市では名古

屋市、そして大阪府では泉大津市、交野市、

豊能町です。なぜかというと、一律発送す

ることは接種への同調圧力を高め、メリッ

ト・デメリットを適正に判断できないまま

接種を進めてしまう保護者の方が出てく

るかもしれないという判断であろうと思

います。 

 市の方式はお聞きしていないですけど

も、私は現時点で乳幼児の接種券に関して、

申請方式が適正と考えておりますので、対

応を要望いたします。ただ、急な要望です

ので、時間がなく困難という場合であれば、

同調圧力を招かぬようしっかりとネガテ

ィブ情報も公平に案内に記載すべきです。

幼児接種はその量は１０分の１といえど

も、従来型ワクチンで副反応への懸念はい

まだ払拭されていないと考えております。

その点よろしくお願いをいたします。 
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 以上で質問を終わります。 

○香川良平委員長 松本委員の質問が終

わりました。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○香川良平委員長 ほかにないようです

ので、質疑を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午後３時５８分 休憩） 

（午後４時 １分 再開） 

○香川良平委員長 再開いたします。 

 認定第６号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 森西委員。 

○森西正委員 それでは、パートタイマー

についてお聞かせください。 

 令和３年度において加入者と内容、やめ

られた方等を教えてください。 

○香川良平委員長 答弁を求めます。 

 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、森西委員

のご質問にお答えいたします。 

 現状での加入者でございます。被共済者

につきましては、令和４年３月３１日時点

で１２６名となっております。 

 やめられた方、退職金の支払いに関しま

しては、令和３年度で２７名の方に退職金

を支払っております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 森西委員。 

○森西正委員 令和３年４月の段階と令

和４年３月の段階での推移を教えてくだ

さい。 

 それと、本市としてこのすばらしい制度

を進めていくのであれば、これは国の制度

もありますけれども、しっかりと事業所に

対して周知をしていかなければならない

と思います。その点はどのように考えてお

られるのか。まず、パートタイマー制度が

あるのであれば、本市のパートタイマーに

対してはどのように考えておられるのか。

民間の事業所よりもまず本市に対してど

うなのか、その点をお聞かせください。 

○香川良平委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、２回目の

ご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、令和３年４月から令和４年３月の

加入者の推移でございます。こちらにつき

ましては、令和３年４月時点での加入者に

つきまして１３７名でございました。それ

が、令和４年３月３１日で１２６名となっ

ておりまして、１１名減少しております。 

 続きまして、この事業に係ります周知で

ございます。 

 現状、周知といたしましては、広報紙に

年１回掲載するとともに、ホームページに

掲載しております。 

 また、窓口で配布させていただいており

ます摂津市事業者制度一覧便利帳という

冊子にも、制度を掲載して融資等の相談が

ございましたら、こちらの冊子をお渡しし

てご紹介をさせていただいております。 

 市のパートタイマーなどへの考え方で

ございます。やはり退職金の制度が不備な

事業所にとりまして、働く方にとって退職

金の制度に加入していただくのは大変有

意義なことであると思っております。国の

制度もございますが、こちらにつきまして

は、最低金額が５，０００円でありますと

か、また掛け捨てになってしまう場合があ

るとか、摂津市のほうが有利な点もござい

ますので、本事業をご活用いただければあ

りがたいと考えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 森西委員。 
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○森西正委員 国より摂津市の制度ほう

がこのパートタイマー共済が優れている

ところもあります。各事業所においては、

国の制度のほうがいいところもあるでし

ょうし、摂津市のパートタイマーの制度の

ほうがその事業所からするといいという

ところもあると思います。 

 ただ、そこのところを知ってもらってい

るかどうかです。経営をするほうからする

と、掛金が生じるところがあります。会社、

事業所の経営で、そこに費用を費やすのは

どうかという考えがあって、なかなかそこ

が経費削減をされる考えを持っておられ

るとは思います。 

 でも、そうではなく、やはり摂津市は、

中小企業の事業所が４，０００ほどあるわ

けです。やはりそこは働く人が退職をする

ときに、退職金がありますということが一

つの事業所としてのメリット、雇用するこ

とにおいてのメリットになるわけです。そ

こはやっぱり進めていくべきです。 

 そのことが摂津市の産業、中小企業がこ

れからもずっと発展をしていく一つにな

っていくと思います。その点は市として進

めていっていただきたいと思います。まず、

民間の事業者の前に、外郭団体に対して本

市のパートタイマーに対して、どのように

お考えなのか声かけをしたりとか、担当と

してどう考えを持っておられるのかお聞

かせください。 

○香川良平委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、本市に近

い団体等に加入を促進する考えについて

の答弁をさせていただきます。 

 現状でも、外郭団体といたしまして加入

されている団体、事業所はございます。そ

の一方で、加入されていない事業所もござ

いますので、声かけはさせていただけるか

とは考えておりますので、加入促進してま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 森西委員。 

○森西正委員 パートタイマーで働かれ

ている方の処遇、待遇の向上のために、摂

津市が取り組んでいるわけです。外郭団体

とか近いところの団体が率先して加入を

していくことで、このパートタイマーの退

職金の共済制度が、これからも長く存続を

していくことにつながると思います。その

点は強く要望をさせていただきますので、

よろしくお願いします。 

 以上です。 

○香川良平委員長 ほかにございますか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 森西委員もおっしゃっ

ていましたように、やはり皆さんに知って

いただき、利用していただくことが重要と

思います。 

 以前、介護事業所などにお勧めしてはど

うかという話をさせてもらったと思いま

す。やっぱり、介護事業所はどこも人手不

足で、ぜひ来てほしいと思っている中で、

うちへ来てくれたらこういうのもありま

すという一つの推しにもなると思います

ので、そこについてどうか。 

 それから、商工会を通じて広げていただ

くとか、ビジネスマッチングとかもやって

おられると思います。そういうところでも

就職したいと思ってもらえる企業に、魅力

の一つとしてこういうのもありますとお

勧めをするとか、いろいろ工夫をすればあ

ると思います。そういうことについてのお

考えを教えてください。 

○香川良平委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、増永委員

のご質問にお答えさせていただきます。 



- 58 - 

 

 まず、介護事業所への紹介ということで

す。こちらにつきましては、高齢介護課を

通じまして、ご案内はさせていただけるか

と考えます。 

 商工会を通じてとか、ビジネスマッチン

グの場としましてですが、ビジネスマッチ

ングと我々がかかわります行事につきま

しては、先ほど申し上げました便利帳をお

配りさせていただいておりますので、こち

らについては既にご紹介させていただけ

る場面もございます。 

 商工会を通じてでございますけれども、

また声をかけさせていただいて、周知をさ

せていただけると考えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 増永委員。 

○増永和起委員 いろいろと頑張ってい

ただいていると思います。ただ、冊子を渡

されるだけでは、ぱっと見て分かるのか、

まずそこのページを見てくれるかという

問題などもあります。その辺をもう少し見

てもらえるように何かそういう場面をつ

くるとか、何か工夫をしていただきたいの

で、要望としておきます。 

 ぜひ、いい制度ですのでこれからも続け

られるように頑張っていただきたい。 

 以上です。 

○香川良平委員長 ほかに質疑ございま

すか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○香川良平委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後４時１６分 休憩） 

（午後４時１８分 再開） 

○香川良平委員長 それでは、再開します。 

 次に、認定第４号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 南野委員。 

○南野直司委員 １点だけです。 

決算概要２１６ページになります。特定健

康診査等事業の特定健康診査等委託料に

ついてです。令和３年度における特定健診、

受診状況はどうであったのか。その要因も

含めてお聞かせください。 

○香川良平委員長 畑原課長代理。 

○畑原国保年金課長代理 それでは、特定

健診の受診状況についてのご質問にお答

えいたします。 

 令和３年度の受診率としましては、暫定

数値になりますが、現時点で２８．２％と

なっており、最終的な法定報告値としては

３０％程度に落ち着く見込みでございま

す。 

 直近の受診率がコロナの影響を一番受

けた令和２年度の２５．９％でしたので、

健診の受診控えから回復傾向にあること

に加え、令和２年度は見送りました出張特

定健診、こちらを本年２月に新鳥飼公民館

と別府コミュニティセンターにおいて実

施したことも受診率として現れたものと

考えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 南野委員。 

○南野直司委員 ご答弁いただきました。

特定健診の受診状況は理解しました。たし

か令和元年度の受診率が３１．５％ですの

で、そこまでは戻らずとも令和２年度から

は大きく回復が見込めるのではないかと

のことで、非常によかったと思います。 

 それから、出張特定健診を実施したこと

が受診率に影響したとのことです。この出

張特定健診について、例えば、どの程度こ

れまで受けていない方が受けられたのか

など、分析がなされておれば、改めて教え
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てください。 

○香川良平委員長 畑原課長代理。 

○畑原国保年金課長代理 それでは、出張

特定健診の受診者の傾向についてのご質

問にお答えいたします。 

 出張特定健診は、安威川以南の被保険者

を対象に実施し、全体の受診者としては２

６６名でした。そのうち、前年度の令和２

年度にも特定健診を受けた、つまり２年連

続で受診された方はわずか５１名で、残り

の２１５名の方は令和２年度に受診され

ていない方でした。 

 さらに、この２１５名のこれまでの健診

状況を確認しましたところ、そのうち１５

６名の方が令和２年度は未受診であるだ

けでなく、平成３０年度、それから令和元

年度も未受診、つまり過去３年連続未受診

者であることが分かりました。 

 そのようなことからも、地域に出向いて、

受診機会を設定することが多くの方の受

診につながっていることが分かりますの

で、引き続き出張特定健診については経常

的に実施をしていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○香川良平委員長 南野委員。 

○南野直司委員 出張特定健診受診者の

傾向について理解しました。２年連続受け

られた方が５１名しかいなかったことに

加えて、実に１５６名の方が過去３か年未

受診であったということは、コロナ禍以前

から未受診であった方を拾い上げること

につながったと思います。 

 これは出張特定健診に取り組んでいた

だきました大きな成果と考え、高く評価を

するところでございます。今年度について

も依然としてコロナ禍ではありますが、関

係課との連携で、フレイルの講座であった

り、がん検診などもあわせて出張で実施で

きるよう、大きく期待をし、要望とします。 

 以上です。 

○香川良平委員長 ほかに質疑ございま

すか。 

 森西委員。 

○森西正委員 決算概要２１０ページの

賦課徴収事業です。 

徴収には特別徴収と普通徴収がありま

して、普通徴収は、コンビニ収納、そのほ

かあると思います。普通徴収のコンビニ収

納、そのほか、どういう徴収があって、そ

の点の内訳、割合とか、分かるようであれ

ば、お教えください。 

 ２１６ページ、南野委員が特定健診の件

に関して質問されました。私は保健事業の

様々な委託料について、この点、コロナの

影響等、どのような影響があったのか、総

括的に教えてください。 

 以上です。 

○香川良平委員長 答弁を求めます。 

 谷内田部参事。 

○谷内田保健福祉部参事 それでは、まず

保険料の徴収の件につきまして、お答えい

たします。 

 保険料の徴収には普通徴収と年金から

の徴収である特別徴収、大きく分けて二つ

ございます。その中でも普通徴収について

は、さらに口座振替による納付、それと納

付書払いによる納付に分かれております。 

 特別徴収は、金額ベースで申し上げます

と、全体の８．６３％の徴収となっており、

口座振替が５８．１１％、納付書払いが３

３．２６％となっております。納付書払い

につきましては、さらに金融機関で納めて

いただく場合とコンビニを利用して納め

ていただく場合がございまして、金融機関

での支払いについては、４４．６６％、コ
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ンビニ納付が５５．３４％の割合で納めて

いただいている状況になっております。 

 以上です。 

○香川良平委員長 畑原課長代理。 

○畑原国保年金課長代理 特定健診を含

めた保健事業に関わりますコロナの影響

についてのお問いでございます。 

 令和３年度につきましては、コロナの第

４波、第５波、第６波で、コロナ感染者の

拡大も見られた年度でございます。そのた

め、主な影響としましては、健診の受診控

えが一定あったのではないかと考えてお

ります。 

 それは結果として、特定健診委託料の執

行率にも一定の影響があったと考えてお

ります。振り返りますと、一番影響のあっ

た令和２年度につきましては、緊急事態宣

言が発出され、健診そのものが中止になっ

た月もございましたが、令和３年度につき

ましては、コロナ感染症対策を講じながら、

健診の日程どおり進めることができてお

ります。 

 令和２年度、令和３年度の受診率を比べ

てみますと、先ほどの南野委員のご質問に

お答えしましたように、受診率については

回復傾向にあるところがございます。 

 しかしながら、法定報告値として、令和

元年度の受診率が３１．５％であったとい

うことを考えますと、まだまだ完全に回復

までは至っていない状況であると認識し

ております。 

 したがいまして、令和３年度につきまし

ては、直接的なコロナの影響でいきますと、

健診の委託料について影響があったので

はないかと考えております。それ以外の各

種の委託については、予定どおり、コロナ

の感染対策を講じながら実施をすること

ができていると考えております。 

 以上です。 

○香川良平委員長 森西委員。 

○森西正委員 賦課徴収に関して、割合を

お聞かせいただいたのですが、これからに

おいて徴収方法、割合がどの方向がふえて、

流れとしてはどういう流れで動いていっ

て、どの部分がふえていくと見込まれてい

るのか、教えてください。 

 保健事業に関してです。コロナによって

の受診控えがあったということです。若年

者健診であります。この点は、コロナ前か

らでも、いかに若年者の健診を向上させる

かということで取り組まれてきたと思い

ます。高齢者と比べて若年者のほうがなか

なか仕事で忙しくて健診に行かれなかっ

た方が多かったり、ついつい仕事を優先し

てという年代だと思います。コロナが終息

してこれから以前のように回復しても、そ

こを以前以上に受診とか、健診等をふやし

ていかなければならないと思います。その

点の何か考えがあれば、お聞かせください。 

○香川良平委員長 谷内田部参事。 

○谷内田保健福祉部参事 それでは、収納

方法の今後の見通しについてお答えいた

します。 

 近年、口座振替を推奨してまいりました

ので、口座振替の構成比がふえておりまし

た。しかしながら、令和３年度からバーコ

ードを読み取って決済事業者のアプリを

活用したスマートフォンによるキャッシ

ュレス決済を導入させていただきました

ので、今後はそういったキャッシュレス決

済による納付の割合もふえていくのでは

ないかと見込んでおります。 

 以上です。 

○香川良平委員長 畑原課長代理。 

○畑原国保年金課長代理 それでは、保健

事業、中でも若年者の受診をどう上げてい
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くのかのご質問にお答えいたします。 

 若年者健診につきましては、保健センタ

ーで実施をしております。こちらは４月に

３０代の方に対して勧奨はがきを送付さ

せていただいております。 

 これは従前からやっているところでご

ざいますが、こちらと並行しまして、スマ

ホｄｅドック事業を別でやっておりまし

て、ここでも若年者を対象に健康への意識

づけをするため、取り組みを実施している

ところでございます。スマホｄｅドックで

はありませんが、若年者にとってはデジタ

ル化の取り組み、そういったところがより

フィットする部分でもありますので、具体

的にこういう取り組みをということでは

ありませんが、やはり今のデジタル化の流

れの中で、新たにも３０代に対して取り組

むべき内容については、今後検討していき

たいと考えております。 

 以上です。 

○香川良平委員長 森西委員。 

○森西正委員 賦課徴収も保健事業の部

分もデジタル化の方向で進んでいくとい

うことであります。また、新たな様々な費

用負担が生じたり、今、想定をしていない

ようなことも、新たなところで出てくるか

も分かりません。その点はデジタル化によ

って、徴収の収納率が下がったりというこ

とがないように、また保健事業においても、

以前よりも健診向上とか、恐らくこれから

は全ての事業に関して、スマホで行うよう

なことになってこようかと思います。ただ、

情報も自分で関心があって見にいくよう

な取り方と勝手に情報が知らないうちに

どんどん来るのでは全然違うと思います。

自分が関心なくても、情報として勝手に入

ってくるような形を作っていただきたい。

その点は要望としますので、よろしくお願

いします。 

 以上です。 

○香川良平委員長 ほかに質疑ございま

すか。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは、質問をさせて

いただきます。 

１番目、国保を取り巻く環境について聞

きます。 

 令和３年度といいますと、昭和２０年生

まれの方が７５歳に到達する年になりま

す。後期高齢者に移動される入り口に当た

ると思います。少し例年よりも後期高齢に

移行された方が多めだと思っています。そ

ういうことも踏まえ、令和３年度の国保を

取り巻く環境をどうとらえておられるの

か、私が思ったようなことになるのか、そ

れとももっと違うとらえ方をされている

のか。この辺をまず１回目お聞かせくださ

い。 

 ２番目、今度は国保会計です。令和３年

度の実質収支額が１，９０２万７，７５０

円の黒字でございます。しかし、単年度収

支及び実質単年度収支は、どうもそういう

ことにはならないので、説明とその原因も

含めて評価をお願いします。 

 それから３番目、令和３年度の会計の中

で、ずっと前年度と比べますと、摂津市の

国保に載っていますが、被保険者数は先ほ

ども言いましたけれども減っています。こ

れは７００人ばかり減っています。そのう

ち４００人ぐらいが後期高齢に移動され

ています。 

 ずっと減ってきているので、同じように

歳入歳出とも減ってきています。ところが、

令和３年度だけ逆にふえています。減って

いるにもかかわらずふえているという現

象になっています。これは単純にコロナか
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と思ったりするのですが、担当課としては

どのように評価をされているのか。原因は

どう見られているかについて、ご答弁くだ

さい。 

 ４番目、電話催告等業務委託料です。こ

れは決算書２６ページになります。款１総

務費、項２徴収費、目１賦課徴収費、節１

２委託料にあります。電話による催告、こ

れは何年か前からやられていて、非常に効

果が上がっていると私は認識をしていま

す。これで滞納なども随分減少していると

思うわけです。令和３年度、どのような実

績になったと認識をされているのか、ご答

弁をお願いします。 

 次に、決算書３０ページの款５保健事業

費、項１特定健康診査等事業費、目１特定

健康診査等事業費の節１８負担金、補助金

及び交付金の人間ドック助成金です。これ

は推移を見ますと、平成３０年度に創設さ

れて、１件当たり１万３，０００円で５９

件、その次の年度も１万３，０００円で９

２件、令和２年度で１２１件、この年に大

阪府の広域化になったのを機に２万６，０

００円に引き上げられました。 

 令和３年度は１４６件と順調にふえて

おります。件数もそうですが、周知をどの

ようにやっているか等も踏まえ、令和３年

度の評価をお願いします。 

 次に、３２ページになります。款５保健

事業費、項２保健事業費、目１保健衛生普

及費で、節１２委託料です。３３ページに

委託料の項目が載っています。２番目の糖

尿病性腎症重症化予防事業委託料です。こ

れはさきのところでも質問しましたが、摂

津市国民健康保険データヘルス計画、医療

費を圧縮するために保健福祉課とともに

事業を展開されているわけです。令和５年

度までの計画とされています。これは国保

の分で費用を出されている分です。これは

どんな取り組みであったのか、目標値、結

果はどうであったか、自己評価をお願いし

ます。 

 それから、一番下のところです。服薬適

正化推進事業委託料、これは要するに、ジ

ェネリックに移行してくださいという取

り組みだと思うのです。これも同じくデー

タヘルス計画から課題に取り組まれてい

ます。これも随分前からもやっておられて

います。私のところもジェネリックに替え

てくださいと来たので、変えに行きました。

随分浸透してきていると思うのです。令和

３年度の目標値に対する実績はどうであ

ったか。 

 その上のところにヘルスアップ事業委

託料があります。これについてもどのよう

な事業であったのか、その実績についてご

答弁ください。 

 以上です。 

○香川良平委員長 それでは答弁を求め

ます。 

 谷内田部参事。 

○谷内田保健福祉部参事 それではまず、

国保を取り巻く環境についてお答えいた

します。 

 委員からもおっしゃっていただきまし

たとおり、被保険者数の構成を見てみます

と、やはり団塊の世代の動向が大きく被保

険者の年齢構成等にも影響を与えている

ところでございます。 

 令和４年度から団塊の世代の方々が後

期高齢者に移行するということで、被保険

者数も一定減少していく見込みとなって

おります。そういったところで令和３年度

については被保険者の動向が大きく変わ

ってくる年になっていましたので、そこに

ついては注視して決算の分析を行ってき
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たところでございます。 

 次の収支に対する評価ですが、収支につ

きましては、令和３年度は形式収支として

はおっしゃっていただいていましたよう

に、１，９０２万７，７５０円の黒字とな

っておりましたが、このうち６，３００万

円弱が前年度からの繰越金、そのうち４，

４００万円を基金に積み立てておりまし

たので、実質、単年度収支としては、赤字

という状況でございました。 

 何とか形式収支としては、黒字を確保し

ましたが、やはり中身を見ますと、そう楽

な財政状況ではなかったと感じていると

ころでございます。 

 次の３番目の被保険者数と決算額の関

係でございます。これも先ほど申し上げま

したように、団塊の世代、それからその手

前の方々が後期高齢者へ移ったことなど

を主な要因として、被保険者数は減ってき

ております。これは近年同じ傾向になって

おりますが、その一方で、一人当たりの医

療費についてはふえてきている状況でご

ざいます。 

 これも様々な要因が考えられますが、そ

ういったところで一人当たりの医療費が

ふえているため、被保険者数は減っている

けれども、決算額は増加しているという状

況でございます。 

 次の４番目の電話催告の件でございま

す。電話催告につきましては、コールセン

ターから納付勧奨、資格の適正化に関する

お知らせ等をさせていただいております。

国保だけではなくて、納税、保育料といっ

たところもあわせてコールセンターで架

電をしていただいている状況でございま

す。 

 国保だけで申し上げますと、令和３年度

の架電件数は１年間トータルで１万４，０

１１件を架電していただいております。 

 そのうち、電話がつながって納付につな

がった金額としましては、３，１７４万６，

４９８円、この金額がコールセンターの架

電により保険料等の納付につながった金

額であると認識しております。委託料との

関係で見ましても、一定の効果があったも

のと認識しております。 

 以上です。 

○香川良平委員長 畑原課長代理。 

○畑原国保年金課長代理 それでは、私か

ら５番目から８番目までのご質問にお答

えいたします。 

 まず５番目の人間ドック助成に関する

お問いでございます。こちらにつきまして

は、委員からございましたように、広域化

のタイミングで府内市町村が一律で導入

をして、対象者４０歳から７４歳までの特

定健診と同じ年代の方を対象に実施をす

るものでございます。 

 令和３年度の実績としましては、１４６

件で、平成３０年度の５９件から令和元年

度は９２件、令和２年度は１２１件で、右

肩上がりで件数としては伸びてきており

ます。この令和３年度の１４６件につきま

しては、人間ドック助成をする際に、その

健診結果をつけていただくのですが、その

健診結果をもって特定健診を受けたとみ

なすことができることになっております。

令和３年度の１４６件につきましては、特

定健診の受診率で換算しますと、およそ１．

１４％程度に相当するところから、特定健

診を進めていく中においては、非常に有効

な取り組みだと評価をしているところで

ございます。 

 続きまして、６番目、糖尿病性腎症につ

いての取り組み、目標と結果、どうだった

のかというところのお問いでございます。
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糖尿病性腎症重症化予防につきましては、

データヘルス計画にも取り組みとして位

置づけているものでございます。 

 令和３年度の取り組み実績としまして

は、大きく保健指導と栄養指導の二つに分

かれております。まず保健指導につきまし

ては、令和３年度は一般財団法人摂津市保

健センターに委託を行い、実施しておりま

す。これまで同様に、糖尿病性腎症重症化

予防プログラムに基づき、抽出する条件に

該当した国保被保険者に案内を送付し、参

加希望とかかりつけ医の同意が得られた

１０名の方に対し、面談や電話等での保健

指導を実施いたしました。 

 こちらの保健指導につきましては、結果

としまして、参加者全員が初回に立てた行

動目標をクリアするとともに、自己の健康

について考察し、生活習慣、行動を振り返

る機会とすることができたのではないか

と思います。 

 最終的な目標ではありませんが、この令

和３年度の１０名の方については、その後、

さらに重症化して人工透析になられてい

るということは聞いておりませんので、そ

ういう意味では人工透析への移行ゼロと

いう目標を実現できているものと認識し

ております。 

 それから栄養指導につきましても、本体

の保健指導のフォロー事業ということで、

１２名の方に対して国立循環器病研究セ

ンターから助言を受けたプログラムを展

開しまして、料理教室の開催等を通じて栄

養指導を行っております。 

 結果としまして、参加者全員が減塩を意

識した食事への意識づけ、運動等における

生活習慣の改善が見られたものと認識を

しております。 

 続きまして、７番目、服薬適正化の取り

組みについてのお問いでございます。 

 こちらの取り組みにつきましては、令和

元年度からの３か年計画として６種類以

上の服薬、６０歳以上の方を基本としまし

て、服薬履歴を載せた勧奨通知と残薬封入

袋ブラウンバックを送付しまして、摂津市

薬剤師会との連携の下、薬局へ足を運んで

もらうことで、重複服薬防止であったり、

いわゆるポリファーマシー、多剤服用によ

るリスクの軽減、それから委員のおっしゃ

っているように、ジェネリックへの切り替

え、そういったこともつなげていくという

取り組みでございます。 

 令和３年度としましては、令和元年度か

らの３か年の最終年度としまして、勧奨通

知を８９２名の方に送らせていただきま

した。最終的にその後のレセプト状況を確

認しますと、薬品数で０．４種類の減少、

それから重複服薬の該当者割合もその後

のレセプトで２．９％の減少となっており

まして、さらに効果額としましては、調剤

費としては６７０万円近い抑制が図られ

ていることを確認しております。 

 続きまして、ヘルスアップ事業について

の内容と実績でございます。ヘルスアップ

事業の委託料につきましては、大きく二つ

ございまして、先ほどご答弁させていただ

きましたが、若年者向けセルフ健康チェッ

ク事業委託料、スマホｄｅドックという取

り組みです。 

 それと特定保健指導未利用者対策事業

委託料という二つでございます。まず一つ

目、若年者向けセルフ健康チェック事業委

託につきましては、森西委員からもありま

したけれども、なかなか日中仕事をされて

いる方が多いということで、４０歳未満の

若年者の方を基本に、ウェブと自己採血キ

ットを使用して自宅等で簡易なセルフチ
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ェックを行うことができる取り組みでご

ざいます。 

 こちらは対象者６４４名に対して、受診

勧奨はがきを送りまして、最終的には７１

名の方が検査をされたとなっております。 

 それから、検査結果によりますと、ＡＢ

ＣＤの簡易な健康状態のチェックがござ

いまして、Ｃ判定、Ｄ判定の方を見ますと、

Ｃ判定の５０％、Ｄ判定の４０％の方が後

のアンケートで医療機関への受診意向、受

診行動を示されていることが分かってお

ります。 

 こちらにつきましては、引き続き取り組

みを進めていきたいと考えております。 

 それから、特定保健指導未利用者対策事

業委託料は保健センターへ委託している

ものでございまして、プレ指導ということ

で、あらかじめ前年度の健診結果から、こ

の方は特定保健指導に該当するであろう

方であったりとか、当日の特定健診の際に

血圧の数値からも特定保健指導になると

分かった方については、健診が終わった後

に特定保健指導の最初のステップと言い

ますか、初回面談をあわせて実施すること

で、特定保健指導の実施率を上げる取り組

みでございます。そのための様々な電話文

書等での利用勧奨に要する費用を計上し

ているものでございまして、令和３年度に

つきましては、このプレ指導を１７４名の

方に実施しておりまして、結果説明会とい

うことで特定健診結果の説明会を３０回

開催しまして、そういった勧奨を通じて、

１１４名の方に参加いただいております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 質問番号５番の人間

ドックの周知について答弁が漏れていた

と思います。 

 畑原課長代理。 

○畑原国保年金課長代理 人間ドック助

成の周知でございます。こちらにつきまし

ては、先ほど特定健診の受診にもつながる

もので、４月の特定健診の受診券を一斉に

発送する際に、健診のご案内というリーフ

レットを送らせていただいております。 

 そのリーフレットの一番裏面に、人間ド

ック助成についての制度の内容をご紹介

をさせていただいております。その他、ホ

ームページ等々、周知の取り組みをさせて

いただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ありがとうございまし

た。１番目の全体の環境としてどうとらえ

ているかということでお聞きしました。２

０２５年問題と言われる時代が間近に来

ていることもあって、令和４年度からは結

構、後期高齢に移行が始まるということで

ございます。この会計はそういう意味では、

人数が減ってくることになるので、問題な

いというか、どちらかというと、後期高齢

者がふえてくることになって、しかも年齢

が上がってくるので、それぞれの医療に対

するリスクも高くなってくるということ

です。これは大変なことだろうと思います。 

 そういう中で、国保に限ってでよろしい

ので、どういう課題を認識されているのか

聞いておきます。 

 ２番目、黒字にはなっているが、実質単

年度収支では赤字になっているというこ

とでございました。１３万８，８１８円の

赤字になっています。一方で基金は４，４

２７万９，４５１円を積み上げて、基金残

高は４億４，６２６万３，７２４円、これ

は基金が積まれてから最高額になってい

るわけです。これはどのようにとらえたら

いいのかお聞きします。 
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 また、収支の要因として、私は久しぶり

に民生常任委員となりましたが、以前は、

後精算が結構あったと思っています。最初

にもらっているけれども、実態に合わせて

翌年度で精算されることがありました。そ

ういうことも含めて、若干あるけれども、

随分減ったようなこともおっしゃってい

ました。これを含めてもう一度お願いしま

す。 

 ３番目、令和３年度会計です。課長が言

われたことに、私は納得できない。一人一

人の医療費がふえているから、令和３年度

がふえたのではなく、これまでは人数が減

っているから順調に減っている。令和３年

度だけ人数が減っているのにふえたので、

令和３年度になって突然一人一人の医療

費がふえて、それまでは減っていましたと

は言えないと思います。コロナの関係があ

ったのか。それとも令和２年度はコロナで

お医者さんにも行かずに、悪化した人が多

かったとか、いろいろ考えられると思いま

す。もう１回、どういうことか教えてくだ

さい。 

 ４番目の電話の催告等事業です。結果に

ついておっしゃっていただきました。ちゃ

んと成果も上がっていっているし、これは

たまるとなかなか払えないので、定期的に

言っていただくと、払いますという方も結

構多いと思うので、それで結構だと思いま

す。 

 一方、納付書とかでなく、もう少し簡単

に払えるように、例えばクレジット払いを

適用するとか、クレジットだったらいつで

も払えるということもありますから、支払

いの方法も、先ほど少しありましたが、い

ろいろ改良も加えていただき、これからの

時代に合わせた支払いができるようにや

っていただきたいということで、これは要

望としておきます。 

 次は、人間ドックです。人間ドックも順

調にふえてきているということで周知も

しっかり頑張っていただいています。これ

は、さらに利用していただけますように、

特定健診も大事ですが、何年かに１回は人

間ドックに行って、しっかり調べてもらう

ことは大事だと思います。特に脳ドックな

どは脳梗塞とかの早期発見につながりま

すので、何年かに１回は人間ドックに行っ

ていただける取り組みをぜひ勧奨をこれ

からもよろしくお願いします。 

 これも要望としておきます。 

 それから、糖尿病の予防について、これ

も一般会計でも聞きました。大変大事な取

り組みとして、今、内訳をおっしゃってい

ただきました。様々にちゃんとやっていた

だく中で、後追いはしっかりできていない

と思います。推定として実施成果が出てい

るということでございます。しっかり続け

ていっていただいて、成果を出していただ

きますように、よろしくお願いします。 

 それからもう一つ、要望です。服薬適正

化の件でございます。ブラウンバックは記

憶にありますが、これは薬剤師会が随分頑

張っていただきまして、こういう取り組み

をやっていただいていると承知をしてお

ります。摂津市の薬剤師会は、非常に積極

的にいろいろ協力していただいているこ

とは、新型コロナの接種の時も聞いており

ます。非常に積極的で頼もしい存在だと思

います。 

 全体では令和３年度で６２０万円の抑

制につながったということです。最終年を

迎えたということですが、引き続き取り組

んでいただきたいことをお願いしておき

ます。 

 最後に、ヘルスアップ事業です。若年層
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のスマホドック、これも大変いい取り組み

だと思います。自己評価としては６４４名

の方対象で７１名だったことはそんなも

のかと思います。これは比率を少しでも上

げる工夫をしながら取り組んでいただき

たいということで、要望とします。 

○香川良平委員長 それでは、答弁を求め

ます。 

 谷内田部参事。 

○谷内田保健福祉部参事 それではまず、

質問項目１番についてお答えいたします。 

 国保に関する課題認識でございますが、

国民健康保険は言うまでもなく、国民皆保

険を支える大事な制度でございます。昭和

３６年から国保事業が開始されておりま

すが、委員からもおっしゃっていただいて

いますように、やはり高齢化が進んできた

というところが一番大きな課題となって

おります。 

 平成元年度から見ますと、高齢者、無職

の方は９．４％であったものが近年では４

４．８％までふえている状況でございます。 

 そういった大きく状況が変わる中、引き

続き持続可能な制度として運営していく

ため、相互扶助としての保険制度を堅持し

ていくためには、やはり今までと同じやり

方ではいけないと感じております。 

 それが、やはり平成３０年度からの都道

府県化につながっているものと考えてお

ります。やはり今後、都道府県化されてい

く中で、同じ所得、同じ世帯構成員であれ

ば、同じ保険料を目標にやっていくという

ことが掲げられておりますので、そういっ

たところをきちんと市としてもやってい

く必要があると考えております。 

 そのほか、高齢者をはじめ、被保険者の

方々が、健康でいていただくことが保険給

付の抑制にもつながってまいりますので、

健康に関する施策もきちんとやっていか

ないといけないと感じているところでご

ざいます。 

 続きまして、２番目の収支の関係でござ

います。国や府の補助金、負担金の翌年度

精算につきましては、確かに以前はかなり

の金額が翌年度に精算ということで、補正

予算を組んだりして、多額の返還であった

り、また追加交付を受けておりましたが、

近年大きく保険給付、負担の制度が変わり

まして、大阪府が保険給付にかかる金額を

きちんと交付金として交付する形に変わ

っておりますので、翌年度に精算する金額

はかなり減ってきております。 

 令和３年度で申し上げますと、保険者努

力支援交付金の精算分として５８万１，０

００円、それからコロナの関係の国の補助

金の精算分、これが６２９万５，０００円

ございました。以前でしたら、億単位の精

算金が発生したころもあったかと思いま

すので、そういった意味で言えば、国府の

精算金が国保財政の運営に大きく関わっ

てくるというところが少なくなっている

状況でございます。 

 一方で、基金が積み上がっていることに

つきましては、当初予定していた国の交付

金が予定以上に入ってきたことなどもあ

って、今回、基金に翌年度積立ということ

になっております。この基金については、

どう活用していくのか、これまでは保険料

抑制に使ってきました。これも激変緩和措

置の期間だけということになっておりま

すので、それ以外に保健事業に使うとか、

そういった使途の制限がございますが、保

健事業だけでこの４億円を使っていくと

いうのもなかなか困難な状況であると思

います。この基金の使い方については、摂

津市だけではなく、ほかの市町村も同じよ
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うな課題を抱えておりますので、大阪府と

ともにこの基金、どういった使い道がいい

のか、考えていきたいと考えております。 

 ３番目のご質問です。先ほど答弁からは

漏れておりましたが、確かに委員がおっし

ゃっていただいていますとおり、コロナの

影響で令和２年度かなり受診控えがあっ

たと。そこから令和３年度において、コロ

ナの状況は落ち着いて、コロナの受診控え

が解消したところがあったかと思います。 

 そういったところで決算額がふえてき

ているというのも一つの要因として、確か

にあると感じております。 

 以上です。 

○香川良平委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 最後にします。全体の環

境については、今日は聞きませんが、介護

保険特別会計の審査の最後に、社会保障全

般にわたって２０２５年問題の課題を副

市長にぜひ答えていただきたいと思いま

す。 

 ２番目、国保全体についてです。基金が

ふくれて、今後しっかり検討していただく

ということでございます。基金も積み上が

り過ぎたらまずいし、またなくなって赤字

になるとまずいと思います。 

 以前、私が記憶しているのは、次の年か

ら先食いをしてつないだこともありまし

た。そういう意味ではしっかりと注視をし

ていただいて、今後も適正な運営をしてい

ただきたいとお願いしておきます。 

 以上です。 

○香川良平委員長 藤浦委員の質問が終

わりました。 

 本日の委員会は、この程度にとどめ散会

します。 

（午後５時１１分 散会） 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。 

 

民生常任委員長 香川 良平 

 

 

民生常任委員  南野 直司 


